


 
 
 

はしがき 
 
 本報告書は、新保健政策策定へむけての取組の一環として、2009 年度に外務省より委託

を受け、財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）および特定非営利活動法人 HANDS
による調査チームによって実施した「新保健政策策定に係わる調査業務」に基づく調査結

果を取りまとめたものである。 
 
 日本政府は、その開発政策において保健分野への支援を重要課題と位置付けている。2005
年には、「保健と開発に関するイニシアティブ（HDI）」を発表し、保健関連のミレニアム開

発目標（MDGs 4、5、6）の達成にむけて、保健分野における個別の課題への直接支援のみ

ならず、保健システム強化を含む包括的アプローチを基軸として支援を推進してきている。 
 
この HDI が 2010 年 3 月をもって期限を迎える今、日本政府がこれまでの成果をレビュー

し今後の方向性を検討する重要な時期にあたる。本報告書は、今後の方向性を検討するに

当たり、主要援助国・国際機関の動向を踏まえ、日本のこれまでの保健援助政策の取組と

課題を分析し、今後日本政府が取るべき政策・戦略を検討する目的で作成した。 
 
本調査においては、日本政府や有識者、NGO などから広く意見・助言を得た上で、情報・

意見の収集・分析を行った。本報告書が、国際社会の潮流を踏まえ、グローバル・ヘルス

（地球規模課題としての保健）分野の課題に対し、日本政府の政府開発援助（ODA）がよ

り効果的に貢献すべく、今後の保健援助政策および戦略の策定に資する基礎資料として寄

与することを願っている。 
 
 また、本調査の実施にあたっては、国内外の多くの援助関係者、およびグローバル・ヘ

ルスに関わる関係者の皆様より多大なご協力・ご助言をいただいた。ここに、深く御礼申

し上げる次第である。 
 
 最後に、本報告書は当調査チームの責任において取りまとめたものであり、日本政府あ

るいは外務省の考え方を必ずしも反映するものではないことを付記する。 
 
 
2010 年 3 月 
 
  
 財団法人 家族計画国際協力財団 
 理事長 近 泰男 
 
 特定非営利活動法人 HANDS   
 代表理事  中村 安秀 

 



－i－ 

要     約 
 
1．調査の概要 

21 世紀の国際開発目標となったミレニアム開発目標（MDGs）の達成期限まで 5 年を残す

のみとなり、2010 年 9 月には、国連においてハイレベルのレビュー会議（MDGs＋10 サミ

ット）の開催が予定されている。2005 年に日本政府が発表した「保健と開発に関するイニ

シアティブ（HDI）」（5 年間で 50 億ドルの支援）は、2010 年 3 月で期限を迎える。 
この機会に、本調査では、日本政府関係者や有識者、NGO などに広く意見・助言を得た

上で情報・意見の収集・分析を行い、日本が国際社会の課題に対しグローバル・ヘルス（地

球規模課題としての保健）1分野においてより指導的役割を果たすとともに効果的な貢献を

すべく、今後の援助政策・戦略、取組の策定に資する教訓および提言を提供することを目

指した。 
 
2. 調査結果 
1）主要国・国際機関等の保健分野援助政策の動向 
「ミレニアム開発目標（MDGs）」は、国際社会が取り組むべき共通の課題として各国政

府、援助機関、市民社会が目標達成へむけてのコミットメントを高めることにつながって

きている。また、従来の援助国や国際機関中心の援助から、民間の財団の存在感が増すと

ともに多くのステークホルダーが参入し、グローバル・ヘルスを取り巻く国際社会のガバ

ナンス（統治体制）は大きく変化している。パリ宣言やアクラ行動計画、国連システムの

活動の一貫性強化のための方策として「ONE UN」をはじめとする援助協調の流れも進ん

でいる。グローバル・ヘルスの分野は今、新しい国際的な総合調整の仕組みづくりにむけ

ての過渡期をむかえていると言える。MDGs 以来、過去 10 年間で保健分野への資金は倍増

したが、多くは特定の疾病対策に対して向けられてきており、達成が危ぶまれている MDGs 
4および 5の母子保健分野への投資は限られてきたことからその重要性が高いことが共通の

認識になっている。さらに「保健システム強化」の重要性が認識され、世界エイズ・結核・

マラリア対策基金（世界基金）、ワクチンと予防接種のための世界同盟（GAVI）、世界銀行

による新しい「合同プラットフォーム」への動きも見られる。 
こうした国際機関の動きに加えて、G8 諸国をはじめとした主要ドナー国ではグローバ

ル・ヘルスを外交政策の一環として取り上げ、国際社会の利益とともに自国民の利益にも

資するとして外交政策の柱として位置付けてきている。2010 年 6 月はカナダで G8/G20 サミ

ットが開催され、G8 については、議長国のカナダより議題として、開発課題、特に母子保

健を中心としたグローバル・ヘルスが提案されている。 
 主要援助国を見ると、グローバル・ヘルス分野への支援に対してイニシアティブの形で

打ち出すことで国内外に自国の政策を効果的に発信するともに、政治的リーダーシップと

コミットメントを示す上での「顔」となるリーダーの存在が大きな役割を果たしている。

また、グローバル・ヘルス分野の政策提言を推進する、幅広いマルチ・セクター（援助実

務者、研究者、NGO、民間セクター等）の参加による「セカンド・トラック」の存在も大

きい。 
 主要援助国・国際機関による保健分野の援助政策の策定では、2015 年の達成期限や優先

課題としての MDGs が重視されていることが明確である。また、そのアプローチをみると、

主たるドナーの多くは、開発支援の対象国の現状や MDGs 達成にむけての被援助国のニー

ズに基づき、「重点国」アプローチをとっている。さらに、援助手法や形態についても、二

国間援助と多国間援助 との連携や財政支援、セクター支援など戦略的に活用している。被

                                                        
1 本書では、「グローバル・ヘルス」を、従来の「国際保健」ではなく、「国境超えた地球規模課題としての保健」とし

て使用する。 
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援助国レベルでは、パリ宣言、アクラ行動計画に基づき、主要ドナー国も援助協調を重視

してきており、被援助国のオーナーシップ重視とともに、様々な戦略的な連携強化がなさ

れている。 
英米では、大学、研究機関、独立した民間のシンク・タンクなどが政策研究や課題に関

する調査実績があり、実際にグローバル・ヘルス分野での政策策定や実施に活かされてお

り、援助政策策定に必要な調査研究やそのためのモニタリング・評価の重視と予算の確保

が進められている。また、主要援助国では、市民社会（NGO、民間セクター）との連携を

重視してきており、多様なセクターの知見やリソースを活かし、援助の実施、新たな資金

ソース創出、あるいは政策提言などの場で、市民社会が重要な存在となってきている。他

の主要国と比べると、日本ではまだ NGO を通じた援助の割合は低いレベルにとどまってい

る。 
 
2）日本の保健政策の取組と課題 
日本は 2000 年に G8 九州・沖縄サミットの開催に際し「沖縄感染症対策イニシアティブ

（IDI）」を発表し、感染症問題への取組の重要性を国際社会に訴えるとともに、世界エイズ・

結核・マラリア対策基金創設への礎を作った。2008 年には TICAD IV と G8 北海道洞爺湖サ

ミット両方のホスト国として、それぞれ「横浜行動計画」、「国際保健に関する洞爺湖行動

指針」策定を通じてグローバル・ヘルス分野において指導的役割を果たしてきた。このモ

メンタムを引き続き継続していくことが重要である。 
グローバル・ヘルスの課題に関しては、2015 年までの MDGs 達成期限を前に多くの国々

において保健 MDGs の目標達成が危ぶまれている。特に、地域によって格差が大きくサブ・

サハラ・アフリカ地域や南アジア地域の国々での進捗の遅れが目立っている。日本は、保

健システム強化、母子保健向上、感染症対策を柱とし、人材育成、保健行政や地域のキャ

パシティ強化を図るアプローチを進めている。一方、中・長期的視点から、今後、グロー

バル・ヘルスに影響を及ぼす開発課題へのより広い視点での政策や取組の検討が必要であ

り、すでにアジアなど途上国でも起こりつつある疾病構造の変化に伴う将来的保健ニーズ

へむけての対応も重要となっている。日本が自国の経験から得た知見（国民皆保険制度、

母子保健制度、保健医療組織のマネジメント、高齢化対策、生涯にわたる健康増進等）は

日本の比較優位性を示していくために活用していくことが可能である。 
今後の政策の策定、実施にむけては、官民の枠を超えた、マルチ・ステークホルダーに

よる体制づくりが課題である。また、日本の保健援助政策に関する対外発信力は十分とは

いえない。対外的にインパクトのある情報発信のためには、国際的に認知された媒体を通

じた情報発信および日本の比較優位性の発信が不可欠である。こうした媒体での情報発信

はグローバル・ヘルスに対する日本の貢献に関して日本国内の関心を高める機会ともなり

得る。 
また、効果的・効率的な援助の実施にむけて、既存の援助手法・形態の在り方について

の見直し、柔軟な活用・新しい取組を検討していくことが求められている。さらに、取り

組むべき課題や状況によっては、より効率的に効果を高めることができる一つの手法とし

て、他の援助機関との協調について、日本としての活用可能性と活用方法を再考する時期

である。 
日本政府関連省庁および実施機関である JICA や日本の NGO では、グローバル・ヘルス

分野の政策策定に関わる人材が限られている。日本の NGO の多くはプロジェクト実施型で

あり、政策提言ができる NGO はまだ少なく、日本の NGO の財政基盤や組織体制、人材育

成は脆弱であり、政策提言活動を行うための活動資金や専門的な人材の配置が難しいとい

う現状がある。優秀な人材がキャリアパスの一環として NGO、省庁、国際機関などを流動

的に移動しながら経験を積み重ねていき、政策人材として育っていけるようなメカニズム
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が必要である。 
エビデンスに基づくグローバル・ヘルスの推進には、調査研究機関（保健医療を超えた

国際関係、関連分野）との連携強化を考えていくことが必要である。調査研究を一つの主

要な事業と位置付け、JICA 研究所を含め、研究実施体制（人材、人員、予算）の再検討が

必要である。 
 
3）保健分野モニタリング・評価の課題 
 MDGs 進捗のレビュー過程において、その達成にむけての各国の取組実績および成果を国

際社会に明確に提示していく上で必要なデータを提供するためのモニタリング・評価体制

の整備がドナー国に対し強く求められている。グローバル・ヘルスに対する日本の貢献を

明確に打ち出すためにも、現行のモニタリング・評価に関わる課題を明らかにし、早急な

取組がなされる必要がある。日本が抱えるモニタリング・評価に関わる課題には以下の点

を指摘できる。 
第 1 は、日本の保健分野を含む開発分野のモニタリング・評価は、上位のレベルの目標

や指標が曖昧であったり、政策策定時に示されないという課題を抱える点である。政策と

して明確に位置付け、日本のコミットメントを示す上でも、目標体系図のような枠組みを

用いて、期待される成果を測定可能なものとして政策策定時に提示しておくことが重要で

ある。 
第 2 は、日本ではモニタリング・評価結果が十分活用されているとは言い難い状況にあ

ることである。対外的にインパクトのある情報発信をし、国際的な議論をリードするため、

今後、国際的に認知された媒体などを通じ、日本の比較優位性が認められるモニタリング・

評価結果を積極的に発信するとともに、国内にもわかりやすく発信・提示することが重要

である。 
第 3 は、「結果重視」と「援助協調」という 2 つの大きな国際潮流の中で、共通のフレー

ムワークに基づくエビデンスの提示を求める要請に応え得るモニタリング・評価体制の整

備の遅れである。国際的には、保健分野を含む開発援助分野全般においてモニタリング・

評価の重視傾向は強まり、モニタリング・評価そのものの客観性も強く求められている。

しかしながら、日本の国際保健分野モニタリング・評価は、現状としてこうした変化への

対応がまだ不十分である。日本の強みと経験を生かしつつ、国際潮流に即したモニタリン

グ・評価体制が確立されることは喫緊の課題である。同時に、量的・質的データの両方を

確保し、定性的分析やプロセス評価を可能にするモニタリング体制の構築、国際的指標や

被援助国の国家指標の活用、国際機関や研究機関等との連携・協働についても、モニタリ

ング・評価の効果的実施を進める上で重要である。 
第 4 は、被援助国のモニタリング・評価能力向上への協力に対する日本への期待である。

被援助国のモニタリング・評価体制の強化や、合同評価実施のための技術支援などに積極

的に関わることで貢献することが可能である。 
 

3．提言 
2005 年に発表された「保健と開発に関するイニシアティブ（HDI）」が 2010 年 3 月で終

了することを踏まえ、今後 5 年間（2010 年～2015 年）を想定し、中・長期的な視点も入れ

て、日本政府に対して、以下の 5 つの提言を行う。 
 

提言 1：グローバル・ヘルスを日本の外交政策の柱として位置付ける 
1-1 日本がグローバル・ヘルスを開発課題の中心に位置付け、外交政策の重要な柱とし

て表明する。「世界のいのちを守る日本」のイメージを世界に発信する。 
1-2 2015 年およびそれ以降の課題を中長期的に見て、向こう 5 年間は、二つの視点を持
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って、グローバル・ヘルス分野へ支援を行う。 
第 1：2015 年の保健 MDGs 達成のためのリーダーとして国際社会との協働。 
第 2：2015 年以降の開発課題としてのグローバル・ヘルスに関する政策や取組。 

1-3 新保健政策の策定では、グローバル・ヘルスへの日本の貢献について政策枠組みを

明確に提示し、前回のイニシアティブを超える資金総額のコミットメントを行う。 
＜政策枠組み＞ 
「目標」：「世界のいのちを守る」ことを中心に、人間の安全保障の観点より、人間

への脅威である「健康への脅威」からコミュニティおよび人々を守り、

全ての人々が平等に健康を維持することを可能とする、世界の実現を目

指す。 
「戦略」：より良い保健サービスへの平等なアクセスを保障する保健システムの改

善・強化を図ることに重点を置き、二つの取組を進める：1）保健 MDGs
の達成にむけて、「母子の死亡低減・健康の改善」と「感染症による死亡・

疾病の低減」を目指す、2）ポスト 2015 年に向けて開発課題としてのグ

ローバル・ヘルスに関する政策対話を推進する。 
 
提言 2：グローバル・ヘルス推進に向けた体制を強化し、国際潮流をリードする。 
2-1 グローバル・ヘルス推進に向けた体制を整備する（マルチ・ステークホルダーの代

表による独立したハイレベルの「グローバル・ヘルス政策委員会（仮称）」を設置）。 
2-2 グローバル・ヘルスを推進する「顔」となる人材を登用する（国内外への発信、日

本のプレゼンスの確保）。 
2-3 国際的に認知された媒体を通じて、エビデンスに基づく情報発信を行う。 
2-4 国際機関との連携強化を通じて日本のプレゼンスを確保する。 
2-5 革新的な資金調達メカニズムへの国際的な議論をリードする。 
 
提言 3：援助効果向上にむけてグローバル・ヘルスの援助方法・形態を見直し強化する 
3-1 戦略目標や対象地域を絞った選択と集中によりインパクトを図る（優先プログラム、

優先国を選定し重点的に投入）。 
3-2  援助手法・援助形態を見直し、効果的かつ柔軟な活用への仕組みを作る（プログラ

ム・アプローチの推進、多国間援助と二国間援助の連携、援助手法・形態の効果的

活用）。 
3-3  被援助国における国際的な潮流をリードする（国レベルの現場での意思決定プロセ

スや能力強化、ドナー間の調整へ専門的な調整人材の配置）。 
3-4  グローバル・ヘルス分野のキャリアパスを確保し、人材および NGO を育成し、政

策策定・提言能力を強化する。 
 
提言 4：エビデンスに基づくグローバル・ヘルスを推進する 
4-1 モニタリング・評価のためのメカニズムを政策枠組みに政策策定時から組み込んでお

くとともに、政策策定時より、独立した一定割合の予算を確保する。被援助国のモニ

タリング・評価体制の強化、合同評価実施のための技術支援を行う。モニタリング・

評価の結果を積極的に活用し、国際的に認知された媒体などを通じ対外的にインパク

トのある発信をするとともに、国民に分かりやすく提示する。 
 

4-2  研究機関・大学等とのネットワークを図り、調査研究を強化する。JICA 研究所の役

割を見直し・強化を図り、グローバル・ヘルス分野を一つの重要な研究の柱とする。 
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提言 5：市民社会との協働によるグローバル・ヘルスを推進する 
5-1  市民社会（NGO および民間セクター）とのパートナーシップを強化する。NGO の

比較優位性を活かし、「政府がカバーできない地域や領域」「政府の不得意な分野」

に NGO との協力による ODA 実施を増大させる。政策提言型 NGO の育成、ODA/
企業/NGO の連携への仕組み作りを推進する。 

5-2  国民への情報発信方法を強化する 
  ｢健康課題｣の改善は、国際社会の利益のみならず、国民の身近な問題として広く関

心を喚起することが重要である。NGO のネットワークの活用、「顔」となる人材の

活用による国内への発信、より多くの人がグローバル・ヘルス分野に関心を持てる

ような時代に沿った情報発信方法や手段を工夫するとともに、学校の現場での「開

発教育カリキュラム」を組み込み、理解促進を図る。 
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第 1 章 調査の概要 
 

1-1. はじめに 

本報告書は、外務省の委託により財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）および

特定非営利活動法人 HANDS による共同調査チームで実施した「平成 21 年度新保健政策策

定に係わる調査業務」による調査結果を示すものである。 

 

1-2. 調査の目的 

本調査は、日本が国際社会の課題に対しグローバル・ヘルス（地球規模課題としての保

健）2分野においてより指導的役割を果たすとともに効果的な貢献をすべく、今後の援助政

策・戦略、取るべき取組の策定に資する教訓および提言を提供することを目的とする。 

 

1-3. 調査の背景 

日本政府は、従来人間の安全保障を外交政策の柱として位置づけており、それに直結す

る地球規模の課題として、保健分野での支援を重視してきた。また、日本政府は、その開

発政策において、ミレニアム開発目標（MDGs）の達成、殊に 3 つの保健関連目標、MDGs 

4、5、6 の達成にむけて貢献していくことを重要課題として位置づけている。グローバル・

ヘルスに関する日本政府の取組は、MDGs 4、5、6 の達成のために、保健分野における個別

の課題に対する直接的な支援のみならず、保健システム強化を含む保健分野全体に関わる

支援を目指す包括的アプローチを基軸としている。これは、2005 年に日本政府が発表した

「保健と開発に関するイニシアティブ（HDI）」（5 年間で 50 億ドルの支援）の中で明確に

示されている。これに加え、日本政府は、世界エイズ・結核・マラリア対策基金（世界基

金）の創設の礎をつくっており、累計 10.4 億ドルの拠出を行う主要ドナーとして感染症対

策に貢献している。また、日本政府が 2008 年に主催した第 4 回アフリカ開発会議（TICAD 

IV）および G8 北海道洞爺湖サミットにおいて主導的役割を果たし、感染症や母子保健の目

標達成のためには、人材育成を含む保健システム強化が不可欠であることが強調され、保

健システム強化はグローバル・ヘルスの主流課題の一つとなった。 

上述の HDI が本年度末で期限を迎えること、および MDGs 達成期限の 2015 年が目前に

迫っている状況に鑑み、日本政府が、これまでの政策をレビューし、今後の方向性につい

て検討する好機である。国際的にみると、多様な枠組みやイニシアティブ3が打ち出される

一方で、ステークホルダーの拡大などグローバル・ヘルスを取り巻く環境は急激に変化し

つつあり、国内外のステークホルダーとの連携と協調もますます重要となってきている。 

今後の方向性の検討にあたり、日本政府は、国内外の有識者や NGO から広く意見・助言

を求めながら、全員参加型で実施する姿勢を進めており、本調査は、その方針をもとに、

これまでの HDI を踏まえ、今後取るべき取組について具体的提言を含む基礎資料の作成を

目指して実施した。 

                                                        
2 本書では、「グローバル・ヘルス（Global Health）」という用語を、従来の「国際保健 （International Health）」と区別し、

「国境を越えた地球規模課題としての保健」を示す言葉として使用する。個々の国々では対応することができない地球

規模の保健課題に関して、従来の政府間の取組や国際機関による取組を超えた多くのアクター（NGO、民間財団、企業

等）の存在の重要性とも関係している。（Brown et al. 2006..） 
3  イニシアティブの捉え方については、第 2 章 2-1 を参照。 



 

－2－ 

1-4. 調査の方法 

1-4-1. 調査実施の枠組み 

本調査では、グローバル・ヘルスに関する日本政府の取組に関して、下記の基本的な問

題意識を踏まえ、具体的な調査活動を実施した。 

（1） 日本の地球規模課題政策および開発政策におけるグローバル・ヘルスの位置づけ

は適切か？（外交政策としての保健） 

（2） 日本政府のグローバル・ヘルスに関する政策は、国際的潮流を踏まえ、アジアか

らの G8 国としての立場を活かした、対外発信力のある内容であるか？（グロー

バル・ヘルス政策の適切性） 

（3） 日本政府の政府開発援助（ODA）における保健分野の援助は、効果的なインパク

トを生み出し、国際社会の中での日本のプレゼンスを高めることにつながってい

るか？（援助効果、援助協調） 

・策定プロセス/援助手法/支援内容/予算配分等の視点から見てどのような状況に

あるか？ 

（4） 日本政府のグローバル・ヘルス分野における支援の比較優位性は何か？（援助ツ

ールの比較優位性） 

（5） 日本政府は、国際社会および国民に対して自らの政策の説明責任（アカウンタビ

リティ）を果たしているか？（アカウンタビリティ、モニタリング・評価） 

・各国と比較して、日本政府の政策のモニタリング・評価の実施手法やプロセス

は適切か？ 

（6） 政府以外のステークホルダー（民間、NGO 等の市民社会）が果たすべき役割は何

か？（市民社会の役割） 

・各国と比較して、日本の保健分野への支援において民間・NGO の位置付け、取

組への参加の在り方はどのような状況にあるか？ 

（7） 2015 年の MDGs 達成期限を目前にして、国際社会がとるべき政策課題は何か？ 

 ・2015 年以降も見据えた中・長期的視点で、日本として優先的に取り組むべき政

策課題は何か？（MDGs を超えて） 

 

1-4-2. 調査の対象 

調査分析の対象は、援助国については、ODA 予算の中での保健分野の割合の高さと実際

の予算金額4を踏まえて、米国、英国、カナダ、ノルウェー、オランダに、また地域戦略の

観点からオーストラリアを加えた 6 カ国とした。国際機関に関しては、WHO、世界銀行、

UNFPA、UNICEF、UNAIDS に加えて、世界基金、GAVI の二つのイニシアティブを加えて

分析を行った。また、保健分野の援助に関する重要なアクターとして、ゲイツ財団、EU と

AU の政策についても情報収集・分析の対象に加えた。 

 さらに、国内の保健分野援助に係わる機関をはじめ、国内外の有識者、国内および国際

的 NGO の関係者も調査対象とした。 

 

                                                        
4 OECD-DAC, www.oecd.org/dac/stats/health. (2010 年 1 月 15 日アクセス)  
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1-4-3. 調査手法および分析方法 

  

＜調査手法＞ 

本調査で用いられた調査手法は以下のとおりである。 

■ 文献調査 

 既存の研究文献、日本の援助政策や事業に係る報告書、関連国際会議等の報告書

および関連資料、統計資料、インターネット上で公開されている情報などの収集・

分析を行った。また主要な参考文献リストを作成し、読者の参考資料とした。 

 

■ 国内インタビュー調査（個人・グループ対象） 

 日本の保健分野の援助政策・実施に係る関係者および有識者に対してインタビュ

ー・ガイドをもとにインタビューを行った。具体的には、政府関係者、JICA 関係者、

NGO 関係者、研究者、実務者を対象に実施した（添付資料 4：面談調査対象機関リ

スト参照）。 

 

■ 現地調査によるインタビュー調査 

文献調査および国内でのインタビュー調査に加えて、追加情報収集のため、2009

年 11 月後半～12 月上旬、調査員 1 名が、米国（ニューヨーク、ワシントン等）、英

国（ロンドン）、ジュネーブを訪問し、保健分野における主要国・国際機関の本部関

係者、さらにグローバル・ヘルス分野の専門家や NGO へのインタビュー調査および

情報収集を行った。（添付資料 4：面談調査対象機関リスト参照）。 

   

■ 有識者・NGO 関係者との懇談会およびメールを通しての意見交換 

本調査の実施のプロセスにおいて、グローバル・ヘルス分野に係わる有識者およ

び NGO 関係者をアドバイザーとしてメール・面談および NGO との懇談会を通して

意見交換を行った。これは、調査開始直後には、調査の基本的デザインやインタビ

ュー・ガイドおよびインタビュー対象候補者選定への助言、報告書作成の過程では、

最終的な教訓や提言の取りまとめへの助言をいただいた。 

 

＜分析手法＞ 

 日本および海外のインタビューは全て、自由な意見を得るために匿名の原則に基づいて

インタビュー・ガイドをもとに半構造的面談法を用いて実施した。本調査結果は、上記 1-4-1

で述べた調査実施の枠組みを踏まえて、文献調査、インタビュー結果、および有識者・NGO

との懇談・意見交換を合わせて情報の整理および分析を行い、取りまとめを実施した。 
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1-4-4. 調査の実施体制 

 本調査は、以下のメンバーで編成された調査チームにより実施された。 

  主任研究員   西田良子  （財）ジョイセフ事務局長補 

  副主任研究員  和田知代 （特活）HANDS プログラム・アドバイザー 

 研究員 宮家佐知子 （特活）HANDS プログラム・オフィサー 

研究員  溝上芳恵 （特活）HANDS プログラム・オフィサー 

研究員 矢口真琴 （財）ジョイセフアドボカシー・グループ・チーフ 

 

 本調査チームは、上記の調査手法に基づき、国内関係機関、グローバル・ヘルス分野の

有識者および「GII/IDI に関する外務省／NGO 懇談会」における NGO 代表とのインタビュ

ーおよび協議を通した意見・助言を検討・反映しつつ調査・分析業務を実施した。 

 

1-5. 報告書の構成 

 本報告書は、全 5 章からなる。 

 第 1 章では、調査の目的、背景、方法等について説明する。 

第 2 章では、主要国・国際機関の保健分野援助政策の動向に対する分析を行い、日本の

援助政策を取り巻く環境、今後の潮流について考察する。 

 第 3 章では、日本の保健援助政策について、これまでの推移と日本の援助の特徴、今後

の政策課題、援助手法や実施体制の分析を行い、今後の課題について考察する。 

 第 4 章では、特に説明責任を担保することの重要性という視点より、保健分野の援助に

おけるモニタリング・評価の日本の動向をレビューするとともに、主要国・国際機関の動

向および手法について概観し、今後の保健分野援助の効果的なモニタリング・評価の在り

方について考察する。 

第 5 章では、第 2 章から第 4 章までの分析・考察に基づき、インタビュー調査や関係者・

有識者・NGO との協議から得た助言を踏まえて、今後の新保健政策策定へむけての提言を

試みる。 

 また、本調査を通じて収集した情報・参考資料については、｢別冊資料編｣として作成し

た。 

 

1-6. 調査の制約 

 本調査実施については、外務省規定の企画競争手続きに基づき、（財）ジョイセフおよび

（特活）HANDS で共同体を結成し、プロポーザルの提案・審査を通して委託を受けて実施

した。 

 本調査実施団体は、共に、保健分野（特に、リプロダクティブヘルス、母子保健）にお

いて、外務省、JICA、国際機関等との協力による実際の途上国の現場での技術協力活動と

ともに、各種の保健セクター調査、さらに「GII/IDI に関する外務省／NGO 懇談会」のメン

バーとしての政策研究・提言を行ってきている。こうした経験とネットワークを活かして

本調査を行った。 

 本調査の実施においては、文献調査および公開情報に基づく情報収集・調査のほか、国

内外の援助関係者、有識者、NGO へのインタビュー調査・協議を通して意見・助言を得る
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努力を行った。しかし、時間的な制約のため、国内の保健援助分野に係わる様々な関係機

関の代表を網羅することはできなかった。日本の NGO 代表に関しては、これまでの外務省

と NGO との協議の実績をもとに、ジョイセフ、HANDS が所属する「GII/IDI に関する外務

省／NGO 懇談会」を活用し、そのメンバーの代表との意見・助言をもとに実施した。その

ため、その他の NGO（大学機関も含む）の代表までは含まれていない。また、日本の政府

開発援助において大きな役割を果たしている開発援助コンサルタントに関しては、今回は

調査の対象に含めていない。関係者の利益相反（Conflict of Interest）については、両団体は

「GII/IDI に関する外務省／NGO 懇談会」に所属しており完全に独立した立場ではないが、

調査チームとしては客観的な立場での調査結果のとりまとめに努力した。 

 

 

 

 

 



 

 

第 2 章 主要国・国際機関等の保健分野の援助政策動向 

 

2-1. 保健分野援助政策の国際的動向 

 

2000 年に発表された「ミレニアム開発目標（MDGs）」は、国際社会が取り組むべき共通

の課題として各国政府、援助機関、市民社会が目標達成へむけてのコミットメントを高め

ることにつながってきている。グローバル・ヘルス分野においても、国際社会が重点的に

取り組むことにつながり、過去 10 年間にその資金量は倍増した5。しかしながら、2-5 資金

の項で詳述するように、MDGs 達成への資金需要は依然として高く、その課題は大きい。さ

らに、資金提供のメカニズムや政策の面においても、国際機関と援助国政府が大きな役割

を果たしていた従来の構造からの変化がみられる。イニシアティブやパートナーシップ6に

よる取組が増え、ドナー間の連携が進むとともに、その一方でゲイツ財団など資金力を持

った民間の財団の存在感も増している。様々なステークホルダーが増え、資金ソースも多

様化したことから、グローバル・ヘルスを取り巻く国際社会でのガバナンス（統治体制）

は変容を迫られている。新たな資金調達の枠組み作りを含む新しい国際的な総合調整に基

づく統治体制の確立へむけて、グローバル・ヘルスを取り巻く援助の様相は、過渡期を迎

え、極めて流動的であると言える。 

こうした背景のもと、SARS や H5N1 型インフルエンザの世界的流行をきっかけに「グロ

ーバル・ヘルス（Global Health）」を被援助国の視点からの援助政策だけの問題ではなく、

自国民の健康との関係で国内の保健問題と直結していると認識されるようになり、加えて、

ワクチンなど医薬品の製造・配布に関する知的財産権の問題、さらに途上国からの医療従

事者の頭脳流出の問題など、国際社会の共通課題として幅広い外交問題としての協議・調

整が不可欠となっている。このような流れを受け、外交政策としてグローバル・ヘルスを

取り上げ、国内の保健政策と外交政策との一貫性を図る援助国も増加している7。 

 こうした中で、保健分野へのアプローチについて、疾患別の垂直（vertical）アプローチ

と、それに対する保健システム強化を目指した水平（horizontal）アプローチ、また、特定

の疾病対策の中で保健システム強化を打ち出す対角線（diagonal）アプローチについての議

論8が成されてきたが、2008 年 G8 北海道洞爺湖サミットを契機に、MDGs 達成へむけて人

材育成を含む保健システム強化が不可欠であるとの合意がなされ、近年では、保健分野の

援助政策は、HIV/AIDS を中心とした疾病を中心として掲げる政策から、MDGs 4、5、6 を

重要な課題として捉えながら保健システム強化を打ち出す政策にシフトしている国や機関

が増えている。 

                                                        
5 正確には、2001 年の 109 億ドルから 2007 年の 218 億ドルへと 6 年間で倍増している。Institute for Health Metrics and 

Evaluation, 2009. 
6 2000 年以降、グローバル・ヘルスの分野において「イニシアティブ」および「パートナーシップ」と呼ばれる取組が
数多く打ち出されている。この二つは明確に定義されてはおらず、同じ取組に対して両方が使用されている場合もあり
区別は難しい。「イニシアティブ」、「パートナーシップ」は、共に、国際的な合意による目標に基づき、特定の疾病、あ

るいは特定の保健課題への介入に対して支援投入を行うことを通じてインパクトをもたらすことを目指すものであり、
それに向けて資金の確保やステークホルダー間（例えば、ドナー間、官民）の連携協力をめざす取組、と言える。その
中で、「イニシアティブ」は、特に、特定の疾病や保健課題へ介入への政策・合意・取組を示し、「パートナーシップ」

は、特に、官民をふくむ連携や同盟への枠組み、を強調していることが多い。UN Committee for Development Policy , 2009; 

WHO Maximizing Positive Synergies Collaborative Group, 2009. 
7 武井貞治、他、2009。 
8 Garrett, L., 2007; Jack, A. 2007; Ooms, G. et al., 2008; 武見敬三、他、2008。  
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2-2. 保健分野援助政策・方針 

 

2-2-1. 保健分野援助政策・方針 

保健分野の援助政策の取りまとめ方は、主要国の間でも様々である9が、G8 諸国をはじめ

とするドナー国は、近来保健分野の援助をグローバル・ヘルスの観点より、国際的な利益

とともに自国民の利益に資するものとして、外交政策の一環として位置付けてきている。 

英国は、英国国際開発省（DFID）による保健分野の援助政策「Working together for better 

health」（2008～2013 年）に加えて、政府全体の保健分野の外交政策として、「Health is Global

（2008～2013 年）」を発表した。開発援助分野だけではなく、外交政策や国内での保健の問

題も踏まえた、英国政府全体としての保健政策を打ち出し、国内外の政策の一貫性を持た

せている10。本海外調査によれば、この政策の策定は、保健省、外務省、DFID が中心とな

り、大学、研究機関、保健関連団体や NGO を交えた長い期間にわたる検討・協議を踏まえ

て進められた。さらに大規模なオンライン協議も 2 回実施されたとのことであった。 

米国については、2009 年 5 月にオバマ大統領が、630 億米ドルの「米国 Global Health 

Initiative：米国 GHI（2009～2014）」を発表し、グローバル・ヘルスへの支援を米国の外交

政策の中心的課題として位置付け、政府全体の政策として打ち出している。米国 GHI にお

いて、「スマート・パワー戦略」を強調し、これまでの軍事的支援から人権や人道的支援を

重視した支援へと米国の対外的なイメージの転換を図っている11。   

米国では、グローバル・ヘルス分野には、7 つの行政機関、独立の連邦機関、多くの関連

部局、「米国大統領緊急エイズ救済計画（PEPFAR）」に代表されるイニシアティブなど数多

くのステークホルダーが係わっている12。米国 GHI の具体的な実施計画・予算の策定につい

ては、統合と調整、母子保健・家族計画・栄養、保健システム強化、感染症および評価指

標・研究の 5 つの当初方針案に基づいて、国務省、USAID に加えて、保健福祉省などグロ

ーバル・ヘルスに係わる機関の代表による政府間作業部会を通じて協議・検討が進められ

てきている。2010 年 2 月の時点で、2011 年度の予算案が発表されるとともに、米国 GHI の

実施に関する諮問文書（Implementation of the Global Health Initiative, Consultation Document）
13が USAID の WEB 上で公開され、広く意見が求められている。 

2010 年 1 月の年頭には、クリントン国務長官の「21 世紀の開発に関する所見」14におい

て、女性と女児への投資の重視、被援助国政府や他機関との協調、保健福祉省や疾病予防

センターなど国内機関間の連携強化が明確に打ち出され、米国の援助の選択・集中をはか

る必要があるとして、その重点対象の一つに保健セクターが挙げられている。また、現在

公表されている諮問文書や予算案でみると15、HIV/AIDS、結核、マラリアに加えて、母子

保健と保健システム強化が重点目標として取り上げられており、疾病別のアプローチをと

ってきたこれまでの方針から変化が見られる。 

                                                        
9 主要ドナーとして、米国、英国、カナダ、ノルウェー、オランダ、EU およびアジア地域との関連からオーストラリア、
また国際機関等 9 機関について WEB を中心に調査した。入手先は添付資料の WEB 一覧を参照、「別冊資料編 2-1 およ

び 2-4」に保健援助政策を取りまとめている。 
10 Department of Health, U.K., 2008; DFID, 2007. 
11 The White House, Office of the Press Secretary, 2009; Kates, J., 2009. 
12 Kates, J. et al., 2009.  
13 USAID, 2010. 
14 Clinton, H., 2010. 
15 諮問文書, USAID, 2010; 2011年米国GHI予算案, Kaiser Foundation, http://globalhealth.kff.org/（2010年 3月5日アクセス）。 

－7－

http://globalhealth.kff.org/


 

－8－ 

欧州連合（EU）を含む他の地域では、英国や米国のように、保健分野の援助政策を独立

した形で打ち出している国々は少ない。ただし、カナダや EU のように優先課題の一部とし

て保健政策を組み込んでいる国やドナーもある。カナダは優先課題の一つ「子どもと若者

への戦略（Children and Youth Strategy）」の一部として、EU は「人的・社会的開発（human and 

social development）」の一部として保健分野を挙げている。また、アフリカ連合（AU）も被

援助国という立場ではあるが、AU としての保健政策を打ち立てている。ノルウェーは、2009

年に発表した援助政策の中で、保健、教育など他国との比較優位性のない分野については、

基本的に多国間援助機関（マルチ）16を経由すると表明しており、実質的に保健政策を独自

に策定することをしていない。 

国際機関は、それぞれの使命が明確であり、保健分野をその中心的な使命としている

WHO、UNFPA、UNAIDS などについては、全体的な長期計画（Strategic Plan）をそれぞれ

策定しており、一方、UNICEF は中期戦略計画とは別に、「保健・栄養戦略 2006～2015 年」

を持ち、世界銀行は、独立した保健政策（「保健・栄養・人口結果への戦略 2007 年」）を打

ち出している。 

 
2-2-2. 国際的な合意との関連・整合性 
保健分野の援助政策に関しては、いくつか重要な国際的な合意が影響を与えているが、

まず、2001 年に合意された MDGs が挙げられる。MDGs は、次の二つの点でグローバル・

ヘルスの分野で大きな影響を与えている。一つは政策の実施期間であり、もう一つは、政

策の優先課題である。主要国の政策は、MDGｓの達成期限にむけて、5 カ年きざみあるい

は 10 年で策定されているものが多く、現時点で発表されている政策は MDGs の達成期限の

2015 年以前までの期間を対象としているものがほとんどである。 

政策の優先課題に関しては、直接的に保健に係わっている MDG4「幼児死亡率の削減」、

MDG5「妊産婦の健康の改善」、MDG6「HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓延防止」

のうち、HIV/AIDS、マラリア、結核などの感染症を挙げる国が多い。また、2008 年から 2009

年に打ち出された政策では、英国をはじめとして保健分野 MDGs でも達成の遅れている母

子保健（特に MDG5）を優先課題として挙げているものが多くみられる。 

MDGs に加えて、大きな役割を果たしているのが、援助効果向上に関するパリ宣言（2005

年）とアクラ行動計画（2008 年）である。パリ宣言の 5 原則（オーナーシップ、被援助国

の制度・政策への協調、調和化、開発成果管理、相互説明責任）17のうち、特にオーナーシ

ップや被援助国の制度・政策への協調については、EU や英国は、保健分野への支援の手法

として、セクター財政支援、一般財政支援を取り入れ、被援助国の主体的な資金運用を進

める支援方法で対応している。カナダは、援助機関の在外事務所の能力・権限強化を進め

ることで援助効果を高めようとしており、多くのドナー国においてパリ宣言・アクラ行動

計画は重視されている。また、開発成果管理や相互説明責任については、国際機関だけで

                                                        
16 「二国間援助」（bilateral assistance バイ）に対して、「多国間援助」は従来、伝統的な国際機関を軸とした multilateral 
assistance マルチを示してきている。本書では、「多国間援助」（マルチ）として、近年の伝統的な国際機関の枠を超えた

グローバル・ヘルスに係わるマルチ・ステークホルダーによる国際的な枠組みやパートナーシップ（multi-stakeholder 
partnership）による援助も含む広義の援助形態を示す。 
17 外務省国際協力局、2008b。 
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なく各国援助機関も、政策レベルでの指標を設定し18、毎年（米国）あるいは 1 年おき（英

国）にその成果を発表している国もある。パリ宣言の援助国の援助協調と説明責任の確保

を目指して、被援助国の保健戦略強化を打ち出したのが、後述する IHP+である。 

国際機関についても、MDGs およびパリ宣言は同様に大きな影響を及ぼしており、MDGs

を直接の目標値としては掲げていない場合においても、「MDGs 達成にむけて」としている

長期計画が多い。 

 
2-2-3. 優先課題 

優先課題は、前述したように、保健分野の MDGs の達成が大きな目標となっており、

HIV/AIDS などの感染症や母子保健など MDGs の中の重要課題を打ち出している国が多い。

HIV/AIDS については、保健全体の枠組みの中で捉えているところ（ノルウェー）と、保健

全体の政策とは別にイニシアティブや政策を立てているところ（米国、英国、EU）があり、

より HIV/AIDS を重要課題として重視していることの表れと考えられる。 

MDGs との関連では、他に、性と生殖に関する健康/権利（Sexual and Reproductive Health and 

Rights: SRHR）19や栄養20について、多くの国が政策の中で触れている。英米の援助関係者、

国際機関、NGO 関係者からは、家族計画を含む SRHR 分野への支援が顧みられてこなかっ

たことを指摘する意見が多く、SRHR への包括的なアプローチの重要性が指摘されている。

特に、MDG4 および MDG5 に係わる妊産婦および新生児・小児の保健の取組が遅れている

ため、その強化が必要であることが G8 北海道洞爺湖サミットの洞爺湖行動指針でも合意さ

れた。母子保健は、特に近年優先課題に挙げる国が多く、2010 年にカナダで開催される G8

サミットの議題21に取り上げられことが表明されている。他には、顧みられない熱帯病

（NTDs）、タバコ、（交通）事故などが挙げられている。 

こうした疾病を中心にした課題と同時に、近年、横断的に「保健システム強化」を課題

として挙げている政策が多く見られる。米国の新しい保健政策の中でも目標の一つとして

取り上げられており、英国は、保健システム強化に 60 億英ポンド拠出することを誓約して

いる22。EU は、政策の中で保健システムを保健分野の中心的な課題としている。被援助国

の AU も保健政策に保健システム強化を同様に提示しており、カナダは母子保健を中心とし

た保健システム強化を強調している。被援助国各国政府の国家保健計画への支援やセクタ

ーワイド・アプローチなども、保健システム強化の一環として捉えられる。世界基金、GAVI

や PEPFAR など特定の疾病対策を目的に立ち上げられたイニシアティブの中でも、2007 年

ごろから保健システムの強化が重要視されるようになってきている23。 

WHO24では、保健システムの 6 つの構成要素として、「サービス提供」「保健人材」「情報」

「医薬品・ワクチン・技術」「財政」「リーダーシップとガバナンス」が挙げられている。

                                                        
18 詳細は第 4 章。 
19 2007 年の Revision で追加された、MDG 5 の Target の一つが「universal Access to reproductive health」で、今回調査した

国の中では、オーストラリアとイギリスは Sexual and Reproductive Health （SRH）、EU とオランダは、Sexual and 
Reproductive Health and Rights（SRHR）という言葉を使っており、より広範な範囲が課題となっている。 
20 Nutrition は、MDG1 の Target に含まれているが、保健との関係も深い分野であり、保健政策の課題の一つとして挙げ

ている国が多い。 
21 http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=3093 （2010 年 3 月 5 日アクセス）。 
22 DFID, 2009a.  
23 Ooms, G. et al., 2008. 
24 WHO, 2007. 
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その中で、特に「財政」については、援助国側の保健財政や制度（税負担、社会保険、私

的保険、自己負担など）が援助内容と深く関係することも多く、援助国によって推進する

財政基盤に関する方針が異なることで、被援助国側に混乱を生じているとの指摘がある。

例えば、税負担で公的保健サービスを支え、利用者負担を基本的に排除している英国は、

保健分野援助においても利用者負担の廃止を打ち出している。一方、2006 年に一部の医療

サービスを強制加入の民間保険でカバーすることとしたオランダ25の場合、サハラ以南アフ

リカの低所得国での民間保険スキームの開発と実施を行っている「健康保険基金（Health 

Insurance Fund）」に資金提供するなど、民営化（privatization）26にも積極的である。 

今後 2015 年まで、また 2015 年以降も見据えた中・長期的な優先課題について海外での

調査では、国際社会が取り組むべき共通課題としては、まず 2015 年の MDGs 達成が挙げら

れた。2015 年までの達成期限を前に、多くの国々において保健 MDGs の目標達成が危ぶま

れている。こうした目標達成への遅れの背景として、脆弱な保健システム（特に最貧国に

おいて）が指摘されている27。さらに、政治的コミットメントの重要性、社会の阻害要因（貧

困、ジェンダー、教育、人々の健康にかかわる行動変容）への対応、国内の格差の是正、

などが合わせて取り組むべき課題として援助国・国際機関で指摘された。 

保健 MDGs に係わる優先課題に対して、MDGs を超えた今後のグローバル・ヘルス分野

に影響を及ぼす課題も今回の調査で挙がっている。例えば、2009 年は気候変動に関する

COP15 が開催された年であり、UNFPA の世界人口白書のテーマや医学雑誌「ランセット

（Lancet）」28で取り上げられるなど、気候変動と健康に関する議論は高まってきている。ま

た、MDGs を超えて検討すべき優先課題として、世界疾病負担の大きな要因でもある非感染

症（慢性疾患、糖尿病、循環器疾患など）29や精神衛生が挙げられている。 

 
2-2-4. 地域戦略 
保健分野のみの援助政策がある国が限られているため、ここでは、全般的な開発援助政

策における地域戦略も含めて分析する。地域戦略として、援助国の政策で多く取り入れら

れているのは「重点国を絞る」ことである。対象とする保健課題の中でニーズの高い国を

重点国として選択する場合が多く、表 2-1 にあるように、重点国の中にアフリカの国の占め

る割合は全体的に高いが、対象を特定の地域のみに限定することはなされていない。主要

援助国および GHP の重点国一覧（詳細）を「別冊資料編 2-3」にまとめた。 

英国は、保健ニーズの高い国に焦点をおいて、結果的にはアフリカ地域への投入が多く、

米国は、保健課題ごとのニーズに加えて国家戦略上の重要国を選択している。オランダは

選択基準を複数設定し、「MDG 達成推進」ではバングラデシュ、イエメンなど、「治安と開

発」ではアフガニスタン、パレスチナなど、「広域的関係」からエジプト、南アフリカなど

のように重点国を定めている。また、より柔軟に援助対象を決めるために、ノルウェーの

ように重点国を定めない国もある。オーストラリアは重点国を定めるとはしていないが、

大洋州とアジアの一部に援助が集中しており、実績ベースでは重点国を持つと言える。 

                                                        
25 佐藤主光、2007。 
26 Privatization については、NGO から批判もある。（Oxfam International, 2009） 
27 保健システム強化に向けたグローバル・アクション・タスクフォース、2009。 
28 Costello, A. et al., 2009. 
29 WHO, 2009; WHO, 2005. 
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表 2-1 主要援助国および GHP の地域別重点国一覧 

  
米国 

MCH 
PEPFAR 英国 カナダ オランダ IHP+ PMNCH 

アジア 9 6 7 5 6 2 6 

中南米 3 3 0 6 5 0 2 

欧州 1 2 0 1 3 0 0 

中近東 0 0 1 1 2 0 0 

アフリカ 17 20 14 7 17 18  8 

合計 30 31 22 20 33 20  16 
 
注：  各国の援助政策「別冊資料編 2-4」より調査チームで取りまとめた。アフガニスタンはアジアに

含む。米国 MCH 分野の重点国 30 カ国は 2008 年年次報告に基づく。米国の新しい GHI の実施計
画諮問文書では、今後 GHI+として重点国を最大 20 カ国まで絞って選択することを計画してい
る。PEPFAR: 2009 年 12 月現在。 
 
 

2-3. 保健分野援助の取組 
 
2-3-1. 援助手法・形態 
パリ宣言と保健分野 ODA との関連を分析した報告書30では、2002～2006 年の期間で、保

健分野 ODA の 41.7%が技術協力に拠出されており、特に HIV/AIDS 分野では 53%が技術協

力に拠出されている。また、小規模案件が多いことも指摘されている31。セクタープログラ

ムへの支援は、保健分野 ODA の 7.7%であるが、実際にはもっと少ない割合ではないかと

指摘されている。 

援助国の保健および人口 RH 分野の援助手法を比較した図 2-1 からは、ノルウェーや日本

が援助手法として国際機関に対する拠出の割合が大きいことや、日本、英国、EU などは、

公的セクターへの拠出が大きいことが読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

出所：OECD/DAC 統計 

                                                        
30 OECD/DAC の分類による。WHO/WB and OECD, 2008. 
31 小規模案件は、政府にとって業務量の増加、国家戦略からの逸脱、ドナー間協調の困難さに繋がるとしている。 

図 2-1 援助国の保健および人口／RH 分野の援助手法（2008 年） 
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米国は、2008 年のグローバル・ヘルス分野への援助実績で、87%が二国間援助である32。

これに対して、ノルウェーは、前述したように、保健など自国が高い専門性を持たない分

野については、二国間援助は実施せず、多国間援助のみ実施するとしている。EU や英国は、

他の援助国と比較すると、財政支援の割合が高く、英国は 2006/07 年には保健分野援助の

10%であったセクター財政支援が、2007/08 年には 20%になり、現在もその傾向を維持して

いる33。EU は、「MDG 締約（MDG contracting）」という MDGs の進捗と長期的な一般財政

拠出を関連づけた新しいタイプの一般財政支援を開始した34
。 

また、近年、グローバル・ヘルスの分野では、国際的な取組や枠組みとして様々なイニ

シアティブ35が打ち出されてきており、その代表的なグローバル・ヘルス・イニシアティブ

と呼ばれているものとして、米国の PEPFAR、世界基金や GAVI などが挙げられている36。

主たる援助国による保健関連の援助の中で、こうしたイニシアティブは高く位置づけされ

ており、全体予算に占める資金的投入額の割合も大きくなっている。2009 年に発表された

米国 GHI 予算では PEPFAR は 6 年間総予算（2009～2014 年）の 70％を占めている37。 

近年、G8 諸国を中心に成果の達成状況を示すデータや、実証的なデータに基づく政策立

案にむけての動きが活発で、英米の援助政策では調査研究、モニタリング・評価の比重が

増大している。英国は、5 年間（2008～2013 年）に 10 億英ポンド（年間 2 億英ポンド）の

調査予算を投入予定であり、その 40％はグローバル・ヘルス分野に振り分けられる計画と

なっている38。一方米国では、2011 年以降、米国 GHI 資金の約 10％をモニタリング・評価

や成果の共有のために活用していくとしている39。 
 
2-3-2. 他分野との連携 
保健分野は栄養や環境、教育といった他の分野と密接な関連があり、援助においても、

こうした分野との連携が重視されている。ここでは、各国政府・各機関が保健援助政策の

中で挙げている保健以外の関連分野との連携について概観する。 

英国は、「栄養」を重要な連携分野と考えており、現在栄養に関する戦略を策定中で、2010

年 3 月に発表予定である。栄養以外にも、食料の確保（food security）や生計手段確保も保

健とリンクし重要であるとしている。米国でも、栄養との関連での「食料安全保障イニシ

アティブ（Food Security Initiative）」や「気候変動」、あるいは「女子に対する基礎教育」、「水」

や「衛生」などを保健との連携分野として重視している。 

 他分野との政策上の連携に関しては、各国が掲げる優先課題が大きな影響を及ぼしてい

る。カナダは、「子どもと若者への戦略（Children and Youth Strategy）」をその中心に掲げて

おり、子どもの健康に大きな影響を及ぼす「水と衛生」、あるいは「栄養」が保健と同じ枠

組みの中で捉えられている。UNICEF も同様であり、例えば、ポリオのキャンペーンは水と

衛生、学校保健（健康教育）とリンクして実施するなど、セクター間の連携を図っている。

                                                        
32 Kates, J. et al., 2009. 
33 DFID, 2009b. 
34 Oxfam International, 2008. 
35 「イニシアティブ」の定義については、脚注 7 参照。 
36 WHO Maximizing Positive Synergies Collaborative Group, 2009. 
37 Kates, J., 2009. 
38 DFID, 2008. 
39 USAID, 2010. 
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世界銀行の保健戦略でも、「水と衛生」や「栄養」は、同じ枠組みの中で取り上げられてい

る。 

優先課題として SRHR を掲げているオランダや UNFPA などは、ジェンダーを重要な関連

分野として挙げている。保健分野に特化した援助政策を打ち出していない場合、ジェンダ

ーは、すべてに関わる共通の課題として開発援助全体の中で配慮され、関連付けられてい

ることが多い。 

 
2-3-3. 対外発信方法 

対外発信の戦略に関しては、本調査の対象とした英米両国は共に、効果的に保健分野支

援へのイニシアティブの形で政策を打ち出すことで国内外に自国のグローバル・ヘルスの

援助政策をアピールすることに成功したといえよう。両者に共通する特徴として顕著なこ

とは、政治的リーダーシップとコミットメントを発信する上で「顔」となるリーダーの存

在である。グローバル・ヘルス分野の重要性を訴える上で、政府のトップ（首相・大臣）

や「有名人」（オピニオンリーダー）による重要なイベントや会議の際のメッセージが、IT

を駆使した様々なメディアを通じて、効果的に配信されている例が多くみられる。また、

世界エイズデー（12 月 1 日）などの記念日には、各国の外務大臣や国際開発省の大臣が様々

なメディアを通じて声明を発表し、重要性を訴える機会として活かしている。 

グローバル・ヘルスに関する各種イニシアティブも対外発信方法として大きな役割を果

たしている。米国の PEPFAR は、予算規模も大きく、HIV/AIDS へのコミットメントを表す

うえで、大きな役割を果たしている。また、新しく打ち出された米国 GHI は、グローバル・

ヘルス分野への投入確保ともに感染症以外の分野への投入拡大も視野においたものと言わ

れている。英国は、国際保健パートナーシップ（International Health Partnership: IHP）や革新

的資金調達メカニズムである IFFIm など新しい枠組みを示すことで、グローバル・ヘルス

における存在感を増している。カナダやノルウェーは、IHP の枠組みの中で、よりテーマを

絞り込んだイニシアティブを発表し、予算金額はそれほど大きくなくとも、存在感を示し

ている。 

 自国民に対する発信について、米国では、外交戦略の成果報告書を専門家向けの詳細な

ものとは別途市民向けの簡易なものを作成し40、分かりやすく情報を提示する努力がなされ

ている。英国では、国民へのコミュニケーションは国民の支持を得るために重要とされて

おり、DFID には強力なコミュニケーション担当部署が設置されている。ツイッターやユー

チューブなどの新しいメディアを使った発信方法も積極的に取り入れ、国民との間のコミ

ュニケーションが図られている。 
 
2-3-4. 市民社会、NGO、民間企業の位置づけ 
NGO/Civil Society Organizations (CSO) 

途上国での援助活動の実施において、草の根の活動など NGO の強みを活かして協調する

という政策は現在では一般的となっており、表 2-2 にあるように、日本と EU を除く各国は

保健・人口分野の ODA のうち、1 割から 3 割を NGO/CSO を通じた援助に割り当てている。

英国では、思春期保健や安全な中絶など、センシティブな分野で政府が直接取り上げにく

                                                        
40 USAID, 2009 
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いものは、この分野の経験の豊富な NGO との協力を重視し、よりスムーズな支援実施を実

現している。 
 

表 2-2 保健／人口分野の ODA における NGO・Civil Society への支援割合（2008 年） 
（単位％） 

援助国 DAC 全体 日本 米国 英国 カナダ
ノルウ 

ェー 
オランダ 

オースト

ラリア 
EU 

割合 17.86 0.86 16.95 16.34 12.47 27.84 29.89 11.83 8.68 

出所：OECD/DAC 統計 

 

これに加えて、NGO のアドボカシー（政策提言）推進者としての役割（ノルウェー）や

政策策定に際しての役割（英国）について、政策の中で明記している国もある。また、英

国などでは、政策策定の過程に、NGO をはじめとする民間団体、大学・研究機関等との協

議の場が公式に設けられている。欧米では、国内にアドボカシーや政策提言を展開する実

績を有するネットワーク団体（米では、Global Health Council や InterAction など）や NGO

が存在し、国際的ネットワークを持って対外的にも活動しており、自国の保健分野支援へ

の政策提言や政策策定のプロセスへの参加をはじめ国際的な協議の場でグローバル・ヘル

スのアジェンダの推進役としての役割を担っている。 

グローバル・ヘルス分野の国際的な取組における NGO の参加では、例えば、世界基金の

意思決定機関である理事会には 3 議席（先進国 NGO、途上国 NGO、感染者コミュニティ代

表）が確保されている。また国レベルの国別調整委員会（Country Coordinating Mechanism: 

CCM）においても、国によってメンバー構成は異なるが、受益国 NGO や感染者組織の参加

が強く求められており、NGO の参加は進んできている。UNAIDS や GAVI でも同様に、理

事会など組織全体の意思決定機関だけでなく、各被援助国に設置された委員会にも NGO が

含まれることとなっている。しかし実際には、途上国において、当該国の NGO が充分な役

割を果たしていないことから、現地 NGO の意見が十分反映されていないという意見もみら

れる41。 

さらに、欧米の主要援助国では、グローバル・ヘルス分野の政策提言を推進する、幅広

いマルチ・セクター（援助実務者、研究者、NGO、民間セクター等）の参加による「セカ

ンド・トラック」の存在、加えて、グローバル・ヘルス分野の調査・研究を通じて政策策

定に関わる大学・研究機関や独立したシンク・タンクの存在が大きい。英米のシンク・タ

ンクは長い歴史と実績をもち、米国の外交問題評議会（Council on Foreign Relations: CFR）、

国際戦略センター（Center for Strategies and International Studies: CSIS、「グローバル・ヘルス・

センター」を設置）、英国チャタム・ハウス（「グローバル・ヘルスと外交政策センター」

を設置）など、民間の独立したシンク・タンクがグローバル・ヘルス分野の政策提言で大

きな役割を果たしている42。  

 
                                                        
41 UNAIDS, 2009; GAVI, 2007. 
42 横江公美、2004。欧米のシンク・タンクの存在は、日本とは異なり、民間・政府・大学等の人材の流動性が高く、キ

ャリアパスが確立していることも背景にあると指摘している。 
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民間企業 

開発における民間セクターの役割の拡大43や MDGs 達成における民間企業の役割に対す

る期待44など、開発援助の分野への民間企業の参入は進んでいる。保健援助の分野において

も、ワクチン製造など医療関係の企業による本来業務の活動だけでなく、途上国でビジネ

スをする企業を中心に企業の社会貢献（CSR）の一環としての援助活動が行われている例が

増えている45。 

世界基金や GAVI では、これまで保健分野の援助の意思決定に係わることはほとんどなか

った民間企業である製薬会社代表が理事会の一員となって重要な役割を果たしている。ま

た、GAVI の AMC（Advance Market Commitment）46ではより積極的に民間企業が大きな役

割を果たすようになっている。住友化学株式会社による防虫剤練り込み蚊帳に関わる活動

などは、より本来業務の活動として挙げられるであろう47。 

CSR の一環としては、「プロダクト RED」48で知られている、「企業寄付プログラム」が

事例としてあげられる。グローバルな企業の参加によるプロダクト RED という共通ブラン

ド商品を開発・販売し、その収益の一部を世界基金に寄付する言う仕組みである。その他、

従業員や地域社会への健康教育などを含めた保健サービスの提供（「労働・雇用環境の整備」、

「地域社会やサプライヤーへの支援拡大」）や、銀行による感染症プログラムへの経営スキ

ルの提供（「他の経営資源の活用」）などの活動が挙げられる49。USAID の支援によるフィリ

ピンの製糖企業の結核への取組など、二国間援助機関が関わっている例もある50。 

グローバル・ヘルス分野に関心を持つ企業は多く、これまでは医薬品関連企業が多くみ

られたが、近年では、様々な企業が CSR の枠を超えてより積極的に自らの利益としてグロ

ーバル・ヘルス分野の協力に参加するようになってきており、官民連携（Public-Private 

Partnership）が進展している。USAID が 2001 年に開始した、「Global Development Alliance」

の官民連携のデータベースでは、グローバル・ヘルス分野の連携事例が全世界で 214 件登

録されている（保健全般 143 件、HIV/AIDS 56 件、家族計画 15 件）51。 

 

2-4. 援助協調およびパートナーシップ 
 
2-4-1. グローバル・ヘルス・パートナーシップおよびイニシアティブ 
グローバル・ヘルスの分野において、近年、グローバル・ヘルス・パートナーシップ（GHPs）

や各種のイニシアティブが打ち出されている52。援助協調の動きの中で、この GHPs や様々

なイニシアティブが大きな役割を果たしている。この GHPs とグローバル・ヘルス分野で打

ち出されている各種のイニシアティブは、共に、保健分野の課題への取組の強化を目指す

                                                        
43 国際協力機構国際協力総合研修所、2005; 野村総合研究所、2009。 
44 ビジネス行動要請（http://bcta-initiative.org/）。 
45 日本国際交流センター、2009: 世界基金支援日本委員会、2009。 
46 別冊資料編 2-5 に掲載 
47 日本国際交流センター、2009; 世界基金支援日本委員会、2009。 
48 日本国際交流センター、2009; 世界基金支援日本委員会、 http://www.jcie.or.jp/fgfj/top.html（2010 年 3 月 5 日アクセス） 
49 日本国際交流センター、2009; 世界基金支援日本委員会、2009。この調査報告書では、企業の感染症への取り組みを

(1)「労働・雇用環境の整備」、(2)「地域社会やサプライヤーへの支援拡大」、(3)「コア・コンピタンスを活用した貢献」、

(4)「他の経営資源の活用」、(5)「企業寄付プログラム」の 5 つに分類している。本報告書では、大きく(3)に含まれる本

来業務の活動とその他と分けた。 
50 日本国際交流センター、2009: 世界基金支援日本委員会、2009。 
51 USAID Global Development Alliance Database（2010 年 2 月アクセス）。. 
52 脚注 7 参照。 
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ものであり、明確な区別がつけがたい。GHPs は、特定の疾病対策や保健課題へむけての「公

的および民間機関による同盟（alliance among public and private entities）」とされ、80 から 100

あると言われているが、その 6 割が HIV/AIDS、結核、マラリアの三大感染症を対象として

おり、特に保健システム強化のための GHPs は数少ない53。一方、PEPFAR や世界銀行のア

フリカ多国間 HIV/AIDS プログラム（MAP）のような一つの国や一組織が生み出した取組

としてのイニシアティブも国際的な枠組みとしての GHPs としても扱われている54。 

こうしたイニシアティブとして打ち出され、国際的なパートナーシップの枠組みとなっ

ているものには、保健システム強化のためのGHPである国際保健パートナーシップ（IHP+）、

PEPFAR、MAP、ストップ結核パートナーシップ（Stop TB Partnership）、ロールバック・マ

ラリア・パートナーシップ（Roll Back Malaria Partnership）、リンパ管フィラリア症撲滅のた

めの世界同盟（Global Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis）、世界ポリオ撲滅イニシアテ

ィブ（Global Polio Eradication Initiative）などがある（各種イニシアティブの目的や参加国/

機関などについては「別冊資料編 2－2」に簡単にまとめた）。 

国際機関は、GHPs の主要な構成員であり、特に WHO は多くのパートナーシップの事務

局を務めるなど、大きな役割を果たしている。GHPs 以外でも、国際機関間の援助協調の動

きは近年活発で、「ONE UN」の流れの一環として、保健も含めた国連機関全体として一つ

のプログラム、一人のリーダーと一つのチーム、一つの予算枠組み、一つの事務所を目指

す 「Delivering as One」55が進んでいる。保健分野では、2008 年以来、UNICEF、WHO、UNFPA、

世界銀行の 4 機関による、妊産婦と新生児保健向上を目指す調整メカニズムである H456の

ような動きもある。 

 
2-4-2. 各種イニシアティブと保健システム 
 前述したように、グローバル・ヘルス分野での各種のイニシアティブは特定の感染症を

対象としたものが多く、特定疾病対策に従ったプログラムの推進が中心となり、被援助国

の保健システムとの関係についてあまり論じられることはなかった。しかし、2009 年に出

された WHO の報告57では、両者の関係に触れられており、特定の疾病対策を主要な目的と

している各種イニシアティブと保健システムは相互に関連し、お互いにプラスとマイナス

の影響を与えあっている、と指摘された。例えば、保健サービス提供に関して言えば、イ

ニシアティブの対象となっている感染症に関するサービスは大きく向上するのは勿論のこ

と、その影響で他のサービスも向上したという結果を示す調査がある一方、保健スタッフ

が特定の感染症プログラムに時間を取られて他のサービスの提供にマイナスの影響が出て

いる、という調査結果も出されている。その関係は複雑で流動的であるので、報告の中で

挙げられた例が全てのイニシアティブと保健システムの関係に当てはまるとは言えないが、

特定の疾病に関するイニシアティブと保健システムの関係は密接であると結論している。 

 近年、保健システム強化がより重視されてきている中で、2007 年に国際保健パートナー

シップ（IHP）が生まれ、保健システム強化のための国際的な取組として注目されている。

                                                        
53 UN Committee for Development Policy, 2009. 
54 WHO Maximizing Positive Synergies Collaborative Group, 2009. 
55 UN Development Group, 2009. 
56 WHO/UNFPA/UNICEF and The World Bank, 2009. 
57 WHO Maximizing Positive Synergies Collaborative Group, 2009. 
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2008 年には協調をより進めるために、関連するいくつかのイニシアティブと合体し、IHP+

となった。IHP+では、被援助国の保健計画の策定にむけて、「計画策定への支援」、「カント

リーコンパクト」を通じたドナーの協調、「一つのモニタリング枠組み」などを重要視し足

並みを揃えている。NGO の中には、IHP+の中の多くのイニシアティブの間で、実際に効果

的な援助協調が行われるかどうか、懸念する意見58もある。 

IHP+の枠組みの中に、「保健システム強化のための革新的資金調達タスクフォース」があ

り、革新的資金調達メカニズム59について提言を出している。その一つが世界基金、GAVI、

世界銀行による、保健分野の既存および新規の援助資金ソースに関する調整・合理化・活

用のための、「保健システム強化のための合同プラットフォーム」の確立である60。このプ

ラットフォームでは、一つのプール・ファンド、一つの申請、一つの資金供与タイミング、

一つのモニタリングを目指しているが、3 つの機関それぞれの支援対象分野、援助手段等の

ビジネス・モデルが異なること、保健システムの成果測定の難しさなど困難な課題も多い。 

こうした国際的な流れにより、被援助国では、開発パートナー参加のもとに国家保健計

画策定を進め、それに基づきドナー間協調を推進する流れがみられる。最近では、従来独

立した動きをしていた米国も、米国 GHI の中で、国際機関、他ドナーとの協調をうたって

いる。今後は日本も、他ドナーとの戦略的な連携強化を推進していくことが必要不可欠と

なってくると考えられる。 

 

2-5. 資金 
 
2-5-1. 保健分野の援助総額 

20 年近くに亘る保健分野の援助に関する調査61によると、ゲイツ財団その他の米国の財団、

NGO による援助も含めて、1990 年には 56 億米ドルであった保健分野への援助は徐々に増

加し、2001 年までの 11 年間でおよそ 2 倍の 109 億米ドルになり、さらに、2001 年から 2007

年の 6 年間でその 2 倍の 218 億米ドルにまで伸びている。同時期、国連機関による援助の

割合は、32.3%（1990 年）から 14%（2007 年）に減少し、代わりに伸びているのが、グロ

ーバル・ヘルス分野の各種イニシアティブの関連である。世界基金、GAVI は、2002 年には

それぞれ 1%に満たなかった割合が、2007 年にはそれぞれ 8.3%と 4.2%に伸びている。NGO

（米国のみ）も、1990 年の 13.1%から 2006 年には 24.9%と大きく増加した。この期間の二

国間援助の割合は、1990 年の 46.8%から 27.1％（2001 年）まで落ち込んだが、2007 年には

34%まで戻している。 

 

 

                                                        
58 Action for Global Health, 2009. 
59 詳細は、2-5-3 に後述。 
60 TIIFHS, 2009a. 
61 Institute for Health Metrics and Evaluation, 2009. 
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出所：OECD/DAC 統計 

 

本調査対象の各国の保健および人口 RH 分野の ODA 実績額および ODA 全体に占める割

合を図 2-3 で比較した。米国が金額、割合とも突出しているが、EU（2.8%）と日本（1.5%）

を除くと、各国の ODA の 10%前後が保健および人口 RH 分野に拠出されている。 

保健分野 MDGs 達成のために必要な資金は、サハラ以南のアフリカの国々を除けば、そ

して、援助国と被援助国が誓約している保健分野のための拠出62が達成されれば、計算上は

確保されるという見方もあるが、実際には各国政府の保健への拠出額は目標額にはほど遠

い状況である63。また、サハラ以南のアフリカの国々については、誓約が達成されたとして

も、30 億ドルから 50 億ドルの資金不足になる。2000 年前半に世界銀行、WHO や国連が実

施した分析では、2015 年の MDGs 達成に向けた資金の不足額は年間 200～700 億米ドル64と

なり、TIIFHS のワーキンググループによる分析65でも、現在、低所得国（最貧国 49 カ国）

で保健に使われている実質経費は推計 310 億ドル（一人当たり 25 米ドル）とされ、保健

MDGs を達成するには、それに加えて、2015 年には 360 億から 450 億米ドルの追加資金（一

人当たり 24～29 米ドル）が必要になるとしている。 

何らかのかたちでこうした追加資金を創出できない場合、資金があれば救われる 400 万

人の子供たちが毎年死亡し、78 万人の成人が死亡（出産後に亡くなる 32 万 2000 人の女性

を含む）する、と指摘されている66。 

 

 
                                                        
62 英国、米国（2014 年まで）などは、2015 年までの期間内での目標額を発表している。これは、MDGs の達成を念頭に

おいてのものと考えられる。ノルウェーは、2015 年までの年間拠出予定額を MDGs 後の 2020 年まで続けて拠出するこ

とを発表した。また、サハラ以南のアフリカ諸国は政府支出の 15%を保健分野に振り分けることを目標としている。 
63 TIIFHS, 2009a. 必要推計額について、WHO による分析と世界銀行と UNICEF による分析が出されている。それによ

ると、目標額が拠出されたとしても MDGs の達成には不足しており、また、ドナーと被援助国政府は目標額を拠出でき

ておらず、経済危機により、目標額の拠出はより困難となるだろうとしている。 
64 De Ferranti, D. et al., 2008. 
65 TIIFHS, 2009a. 
66 同上書。 

図 2-2 保健および人口 RH 分野の ODA 実績額および ODA に占める割合（2008 年） 
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2-5-2. 分野別援助 
保健・人口 RH セクターの中での分野別（HIV/AIDS、感染症対策、保健セクター開発、

人口の 4 分野）の援助割合と援助額67をみてみると、HIV/AIDS については、1992 年の 7.7%

（2.13 億米ドル）から 2003 年には 35.1%（31.16 億米ドル）と割合では 4 倍強、金額では

14 倍と大きく伸びている。これに対して、人口 RH 分野は、1992 年の 32.1%（8.9 億ドル）

から 2005 年には 8.0%（8.87 億米ドル）と割合だけではなく、金額的にも減少している。保

健セクター開発は、1992 年の 55.2%（15.31 億米ドル）から 2005 年の 42.9%（47.61 億ドル）

と割合は減少しているものの金額的には 3 倍強の伸びとなっている。 

資金が拠出されている分野（疾病）については、HIV/AIDS に集中しているとの批判もあ

るが、HIV/AIDS 関係者の一部からは、目標達成のためには依然として資金が不足している

という指摘がなされている。世界銀行、米国の二国間援助、ゲイツ財団、世界基金の四者

の実績について分析した調査68では、死亡数と DALYs（障害を調整した生存年数）に対して、

HIV/AIDS についてはより多くの資金が投入されており、予防接種を除く子どもの健康、非

感染症は他の疾病と比較してより少ない資金しか投入されていない、と結論づけている。

これに対して、この HIV/AIDS への資金の集中については、HIV/AIDS への資金の集中的な

投入が保健システムの強化にも貢献しており69、間接的に他の疾病の改善にも寄与するもの

で、保健分野の援助全体への投入を増加させるものであったとする見方70もある。こうした

間接的な効果に関しては明確な結論は出ていない。 

MDGs の中でも達成が遅れている母子保健分野については、これまでこの分野へのコミッ

トメントと資金の投入が十分ではなかったとの指摘があり、WHO は 2015 年には 61 億ドル

の資金が必要となるという試算を行っている71。また、Guttmacher Institute と UNFPA は、家

族計画と母子保健の包括的なサービスを提供するためのコストとして、246 億米ドル必要と

いう試算を行っている。これは、現在拠出されている金額と比較すると、128 億米ドルが不

足していることになる72。 

 
2-5-3. 資金に関する最近の動き 
 開発援助分野においては、中国で 2009 年 12 月に中国・アフリカ保健協力についての国

際円卓会議が開催されるなど、OECD 加盟国ではない中国やインドなど従来の援助国ではな

い国が援助国として台頭してきている。世界基金や GAVI なども、拠出額・誓約額は 2010

年までは増加してきているものの、経済危機の影響も踏まえ、MDGs 達成へむけて増大する

ニーズにこたえるためには資金の不足が予想されるため、これまでの G8 中心から G20 も含

めて新たなドナーの開拓を目指している。 

さらに、既存のドナーの中でも、従来の ODA とは異なる資金ソースを開拓する動きも出

てきている。前述の、世界基金、GAVI、世界銀行による「保健システム強化のための合同

                                                        
67 Shiffman, J., 2007. 
68 Sridhar and Batniji, 2008。この調査では、Disease Burden と援助実績について、(1) Global burden of disease の統計が不完

全で不十分であること、(2) 特定の疾病以外の死亡の原因についての統計がないこと（例えば、保健システムへのアク

セスの欠如など）、(3) 援助実績について公表されているデータが様々であること、の３つの問題があるとしている。 
69 Yu, D. et al., 2008. 
70 Shiffman, J., 2007. 
71 WHO, 2005. 
72 Guttmacher Institute and UNFPA, 2009. 
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プラットフォーム」設立へむけての協議が進められていることも一つである。また、保健

分野の資金が不足していると言われる中、前述の保健システム強化のための革新的資金調

達タスクフォースでは、年間 100 億ドルの追加拠出を目標73として、10 以上の革新的な資金

メカニズムを提言しているが、そのうち実施されている主なものには、国際連帯税、IFFIm

（予防接種のための国際金融ファシリティ）、Debt2Health（債務を保健へ）イニシアティブ、

ワクチンのための事前買い取り制度（AMC）、などがある。また、他にも、イタリアが提案

している De-Tax（政府が拠出する付加価値税の一部と企業の寄付による）および通貨取引

税、金融取引税などが議論されている（革新的資金調達メカニズムの追加説明は「別冊資

料編 2－5」に掲載）。 

 

2-6. 新保健政策策定にむけての課題 

 前項までの議論を受け、日本の保健分野 ODA の策定・実施に関する課題について、以下

にまとめる。 

 

① グローバル・ヘルスを日本の外交政策の柱として位置付ける 

 G8 諸国をはじめとした主要援助国ではグローバル・ヘルスを外交政策の一環として取り

上げ、国際的な利益とともに自国民の利益にも資するとして外交政策の柱として位置付け

ている。日本はこれまで国際社会においてグローバル・ヘルスを開発の重要課題とする流

れを作ってきており、さらなるリーダーシップを期待する声も強い。2010年のカナダG8/G20

サミットでは、母子保健に焦点が置かれることが表明されている。このモメンタムを引き

継ぎ、グローバル・ヘルスを日本の外交政策の柱として位置付けていく好機である。 

我が国の今後 5 年間の政策枠組みの策定では、中・長期的にみて 2 つの視点が重要であ

る。まず、国際社会が取り組むべき共通課題として 2015 年の MDGs 達成がある。保健 MDGs

達成への最大の障壁は、前述の通り、ニーズの高い、貧困国を支援するための資金が圧倒

的に不足していることである。日本も国際社会と協働し保健 MDGs 達成へむけてこれまで

のモメンタムを引き続き維持していくことが重要である。第 2 点は、中・長期的視点から、

ポスト 2015 を見据えた、将来的なグローバル・ヘルスに影響を及ぼす開発課題への取組の

開始である。より広い視点での政策や取組の検討が必要であり、将来的に起こってくる疾

病構造の変化に伴う政策課題等へむけての対応が重要である。 

 

② グローバル・ヘルス推進に向けた体制を強化し、国際潮流をリードする 

 主要援助国を見ると、効果的にイニシアティブを打ち出すことで国内外に政策を発信す

るともに、政治的リーダーシップとコミットメントを示す上での「顔」となるリーダーの

存在が大きい。さらに、英米など主要援助国では、政策策定や協議のプロセスや国内外へ

の発信において、グローバル・ヘルス分野の政策提言を推進する、幅広いマルチ・セクタ

ー（援助実務者、研究者、NGO、民間セクター等）の参加による「セカンド・トラック」

の果たす役割も大きい。今後、政策の策定、対外的な発信の強化にむけて官民の枠を超え

た、マルチ・ステークホルダーによる体制づくりが課題である。 

                                                        
73 TIIFHS, 2009a. 
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③ 援助効果向上にむけてグローバル・ヘルスの援助方法・形態を見直し強化する 

 主たるドナーの多くは、開発支援対象国の現状や MDGs 達成へのニーズに基づき、「重点

国」アプローチをとっている。また、援助形態についても、技術協力、多国間援助機関（マ

ルチ）との連携や財政支援、セクター支援など戦略的に組み合わせ活用している。今後、

援助効果の向上と質の高い支援を効率的に推進するためには、戦略を明確にし、選択と集

中による重点的なアプローチが必要であり、そのための援助方法や形態の再検討が求めら

れる。また、他の主要ドナーも重視している保健分野に影響のある他のセクター、たとえ

ば、「水と衛生」、「教育」、「栄養」との連携によるマルチ・セクトラルなアプローチも重要

となっている。 

 被援助国レベルでは、パリ宣言、アクラ行動計画に基づき、主要ドナー国も援助協調を

重視し、最近では、これまで二国間援助重視であった米国も、米国 GHI の中で、国際機関、

他ドナーとの協調をうたっている。国際機関においても、4 つの機関（WHO、UNFPA、UNICEF、

世界銀行）が戦略的に H4 として連携を図っており、また世界基金、GAVI、世界銀行によ

る保健システム強化のための合同プラットフォームに関する協議も進められている。こう

した流れの中で、援助手法・形態に関連して、日本が今後検討を要する課題として 3 点挙

げることができる。 

1) IHP+や他のドナーの支援重点国は、日本がこれまで支援実績のある国と重なる場合が多

く、援助の重複を回避し、援助効果を高めるためには、ドナー間の調整は必須である。

一つの計画、一つの調整メカニズム、一つのモニタリング・ツール（指標）、一つの資

金の視点が重要となっている。 

2) 主たるドナー（欧米や国際機関等）は現場決定主義をとり、被援助国における国レベル

での国家計画に基づく支援内容の決定を支援国の現場で行っている。援助の協調、連携

に日本が参加するには、現場の援助実施体制の強化が重要となる。 

3) 「保健システム強化」を日本として重視していく場合、日本の強みを明確にしたうえで、

他ドナーとの戦略的な連携強化が重要である。WHO が定義している「保健システム」

強化の主たる要素である、保健人材、保健情報、保健財政など 6 つの構成要素をみても、

単独で取り組むには大きすぎる課題である。しかしながら、要素の連携と統合を進めな

い限り効果的な成果は望めない「保健システム強化」においては、他ドナーとの戦略的

な連携強化が一層必要不可欠となってくると考えられる。 

 

④ エビデンスに基づくグローバル・ヘルスを推進する 

英米では、大学、研究機関、独立した民間のシンク・タンクなどが政策研究や課題に関

する調査実績があり、調査結果は、実際にグローバル・ヘルス分野での政策策定や実施に

活かされている。また、調査研究やモニタリング・評価の重視と予算の確保が進められて

いる。日本では、この分野の資金確保、体制整備が遅れており、エビデンスに基づく成果

の提示、政策策定ができるような独立した民間の研究機関等の育成が急務である。 

 

⑤ 市民社会との協働によるグローバル・ヘルスを推進する 

主要援助国では、市民社会（NGO、民間セクター）との連携が進んでおり、特に NGO の

役割を重視している。しかし他の主要国と比べると、日本ではまだ NGO を通じた援助の割
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合は低いレベルにとどまっている。また、他の援助国では、国民へのコミュニケーション、

広報活動を重視しそのための人員配置・予算配分もなされ、新しいメディアを使った発信

方法も積極的に実施されている。日本でも、国内へのわかりやすい情報発信や市民社会・

NGO・民間セクターとの協働は、今後さらに強化されるべき課題である。 
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第 3 章 日本の保健援助政策の取組と課題 

 

3-1. 日本の保健援助政策の推移と国際的動向・日本の援助の特徴 

 
3-1-1. 日本の保健援助政策の推移と国際的動向 

日本政府は日本の ODA の目的を「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国

の安定と繁栄の確保に資すること」としている。現行の ODA 大綱（2003 年閣議決定）では、

開発途上国の自助努力支援、人間の安全保障の視点、公平性の確保、我が国の経験と知見

の活用、国際社会における協調と連携という 5 つの基本方針を示している。また、ODA を

一層戦略的に実施するために、具体的な取組について記述した ODA 中期政策（2005 年）で

は、重点課題として、貧困削減、持続的成長、地球的な規模の問題への取組、平和の構築

が示され、また、効率的・効果的な援助の実施に向けた方策が挙げられている74。 

保健医療分野においては、1994 年の「人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティ

ブ（GII）」を始めとして、1998 年「国際寄生虫対策（橋本イニシアティブ）」、2000 年「沖

縄感染症対策イニシアティブ（IDI）」、2005 年「保健と開発に関するイニシアティブ（HDI）」

を発表した。特に、2000 年の G8 九州・沖縄サミットでは、日本は感染症問題への取組の重

要性を国際社会に訴え、世界基金が設立されるきっかけを作った。また、TICAD IV と G8

北海道洞爺湖サミット両方のホスト国となった 2008 年には、それぞれ「横浜行動計画」、「国

際保健に関する洞爺湖行動指針」が発表され、これらの計画および指針策定に日本は大き

く貢献し、国際保健に関する大きな流れをリードした。 
 
表 3-1 保健医療分野にかかる日本のイニシアティブ、国際的合意行動計画および行動指針一覧 

期間 イニシアティブおよび行動計画 

1994 年～2000 年 人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティブ（GII） 

1998 年～ 国際寄生虫対策（橋本イニシアティブ） 

2000 年～2004 年 沖縄感染症対策イニシアティブ（IDI) 

2005 年～2009 年 

 

保健と開発に関するイニシアティブ（HDI) 

（2005 年 アフリカ感染症行動計画） 

2008 年 5 月 TICAD IV 横浜行動計画 

2008 年 7 月 国際保健に関する洞爺湖行動指針 

 
また、保健医療分野を所管する厚生労働省内においても、グローバル・ヘルスへの関心

の高まりがある。2006 年 11 月に実施された WHO 事務局長選での日本への支持を得られな

かった経験から、継続的かつ、効果的な国際協力・協調の重要性とそれにより日本の国際

的地位を確立することにより国益を確保することの重要性が痛感されたため、省内に「国

際協力・協調の在り方検討プロジェクトチーム」が設置し、厚生労働行政分野における国

際協力の在り方について検討を行った75。 

                                                        
74 日本の援助政策は外務省が作成する ODA 大綱、ODA 中期政策、国別援助計画、事業展開計画がある。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/wakugumi.html （2010 年 1 月 15 日アクセス） 
75 柳沢厚生労働大臣（当時）の了解のもと、武見副大臣（当時）がチームリーダーとなり、「国際協力・協調の在り方検

討プロジェクトチーム」が発足し、2006 年 12 月 14 日以降 11 回にわたり討議を重ねた。最終的な検討結果は「国際協

力・協調の在り方検討プロジェクト検討結果報告書」（厚生労働省）として柳沢大臣に提出された。 
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TICAD IV および G8 北海道洞爺湖サミットに先立ち、日本政府は未来にむけてグローバ

ル・ヘルスは避けて通れない課題とし、高村外務大臣（当時）が政策演説「国際保健協力

と日本の外交―沖縄から洞爺湖へ」76において感染症対策、母子保健、人材育成を含む保健

システム強化への包括的な重要性を訴えた。また、高村大臣の政策演説に基づき、日本政

府は議長国として、G8 北海道洞爺湖サミットにむけて、G8 間で保健課題について具体的な

協議を行うため、G8 保健専門家会合を立ち上げ、計 3 回の会議を通じて国内外の官民の関

係者と議論を重ねてきた77。最終的に G8 北海道洞爺湖サミットにおいて「国際保健に関す

る洞爺湖行動指針」が取りまとめられ、グローバル・ヘルスの課題に対する G8 諸国のでの

合意がなされた。サミット後の 11 月には、G8 北海道洞爺湖サミットのフォローアップの一

環として、「保健システム強化に関するグローバル・アクションに関する国際会議」78を開

催した。 

TICAD IV および G8 北海道洞爺湖サミットに向けたこの一連の過程において、日本がグ

ローバル・ヘルスの取組の重要性を世界へアピールするため、関連省庁だけでなく、民間

や NGO、研究者など立場の異なるステークホルダーが参加し、サミットにむけての提言が

取りまとめられた。この提言を取りまとめるプロセスにおいて、特に注目すべき点は民間

団体である財団法人日米国際交流センター（JCIE）が果たした役割である。同団体は「グ

ローバル・ヘルスと人間の安全保障プログラム」79を立ち上げ、「国際保健の課題と日本の

貢献」研究・対話プロジェクト（2007 年 9 月～2009 年 7 月）（以下、「研究・対話プロジェ

クト」）を開始した。「研究・対話プロジェクト」は元厚生労働副大臣である武見敬三氏を

主査とし、官・民・大学等から様々な専門家が参加し、全員参加型の体制を作り、専門的

な知見をもつ国内外の専門家や実務者との議論を通じて政策提言80を行うという一連の流

れを通じて、グローバル・ヘルスへの取組を強化することを目指した。この研究会が果た

した主要な役割については、関係者へのインタビューから、以下のようにまとめることが

できる。 
 

表 3-2 「国際保健の課題と日本の貢献」研究・対話プロジェクトが果たした主要な役割 

国内省庁間調整 
国内省庁間調整や有識者、民間など異なるステークホルダーが「参加」でき

る場を提供し、オール・ジャパン体制を構築した。 

国際的ネットワーク 
国内外の財団、研究所、企業や市民社会を含む国際的ネットワークを構築し、

グローバルな視点に立った専門的知見の活用を図った。 

国際発信力 
世界的に権威のある医学雑誌「ランセット」への論文掲載および国際的な会

合への参加による国際社会への情報発信を行った。 
出所：本調査結果をもとに調査チーム作成 

 
 
                                                        
76 ｢国際シンポジウム‘People at the Centre’21 世紀の医療と医療システムを求めて｣（2007 年 11 月 25 日開催）での政

策演説。また、グローバル・ヘルスと日本の外交政策について、医学雑誌｢ランセット｣にも掲載された。Koumura, M., 2007. 
77 2008 年 2 月、4 月、6 月に開催。また、第 4 回 G8 保健専門家会合が同年 11 月に開催された。 
78 「国際保健の課題と日本の貢献」研究会、JCIE、世界銀行、WHO、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団と共催した。 
79 本プログラムでは、「国際保健の課題と日本の貢献」研究・対話プロジェクト（2007 年 9 月～2009 年 7 月）の成果を

踏まえ、多様なセクターの参加を得て、人間の安全保障の視点に立ったグローバル・ヘルスへの対応を一層推進するこ

とを目指す。 
80 Reich, M.R., et al., 2008. 
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「研究・対話プロジェクト」はサミット終了後も引き続き、国際社会がグローバル・ヘ

ルスに対する関心と取組を維持するための働きかけとして、洞爺湖行動指針で示された感

染症対策、母子保健、保健システム強化、中でも特に強調された保健システム強化（特に

保健人材、保健財政、保健情報）について議論を重ね、最終提言書81を日本政府に提出した。

本提言書は日本政府からイタリア政府へ手交され、2009 年ラクイラサミットのアジェンダ

として引き継がれることに貢献した。また、アジア、アフリカ、欧州、米国などでフォロ

ーアップセミナーを開催し、引き続き国際的な議論を喚起している82。 

 

3-1-2. 日本の援助の特徴 

ODA 評価有識者会議が 2008 年度に実施した「保健・医療分野支援の評価」によると、被

援助国政府から見て、日本の保健・医療分野支援のプロセスについて他ドナーと比較して

優れていると評価された点は、「Elaborateness in follow-up activities（フォローアップ活動の

綿密性）」、「Consistency（支援の一貫性）」、「Elaborateness in planning（計画の綿密性）」、「Speed 

of planning（計画策定の迅速性）」であった。この 4 点からみると、日本の保健・医療分野

支援は長期的な展望に基づいた計画性とサポートにおいて、他ドナーより優れていると受

け止められており、これは、被援助国の自立発展性を重んじる日本の保健・医療分野支援

の特徴が評価されていることの表れであると結論づけている83。一方、日本の支援の「計画

の綿密性」は実施の際の柔軟性に欠ける可能性や、手続きに時間がかかると感じられる可

能性があることを示唆している。また日本は契約が単年度制であることや、被援助国と異

なる予算年度となる場合があるなど、日本固有の事情による実施上の難しさも指摘されて

いる。各案件の実施に際して現場裁量部分を増やす等、改善可能な事柄については、援助

の実施プロセスの改善を図るべきであると提言している84。 

このような評価結果を参照しながら、本調査では、実際に日本の保健援助政策に関わる

有識者や実務者への国内外のインタビュー調査や文献調査を通じて、より具体的に日本の

特徴を整理した。 

 

政策策定のための意思決定のプロセス 

欧米と比較して、日本の政策策定プロセスは非常に時間がかかると言われている。政策

策定者である外務省、厚生労働省などの官僚機構では約 3 年ごとにポジションが変わると

いう流動的な人事異動が行われる。これは言いかえると、短期間に担当者が変わるという

ことを前提として官僚機構がなりたっており、担当が途中で変わっても、業務を遂行し、

一度決められたことを進めていくことができる仕組みがあると言える。その一つが意思決

定プロセスでの関係者の巻き込みと関係者間でのコンセンサスづくりである85。しかし、表

3－3 にあるように、こうした関係者間でのコンセンサス作りを通した意思決定の仕組みは、

強みであると同時に、プロセスに時間がかかるという弱点にもつながる。 

                                                        
81 タスクフォース最終提言書「保健システム強化に向けたグローバル・アクション：G8 への提言」（和文、英文、伊文、

仏文）は 2009 年 1 月 16 日日本政府に提出された。 
82 Reich, M.R. and Takemi, K., 2009. 
83 ODA 評価有識者会議、2009。 
84 同上書。 
85 兵藤智佳/勝間靖、2009。 
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表 3-3 意思決定プロセスにおける日本の特徴 
 日本の特徴 

強み 
関係者を巻き込むコンセンサス方式でのプロセスを重視し、コンセンサスを得て一度決

定したことを効率的にオペレーションする。 

弱み 関係者を巻き込んでのコンセンサス方式は、意思決定までに時間がかかる。 

出所：本調査結果をもとに調査チーム作成 

 
一方で、担当者が短期間で入れ替わるため、継続性に関して問題を生ずる可能性は否め

ない。欧米の援助国では、援助機関において、専門分野の政策アドバイザーや専門職の人

材を配置しており、政策策定プロセスで重要な役割を果たしている。我が国においても、

国際社会での日本の立場を強固に、かつ、継続的に一貫性をもって示していくためには、

専門的な人材が、国際潮流に対応しながら、長期間、保健援助政策に係わることができる

体制が今後は必要とされる。 

 

支援内容 

HDI では、保健医療体制の基盤整備に関する支援、保健医療分野の支援を補完する関連

分野の支援および分野横断的取組、MDGs の保健関連目標である乳幼児死亡率の低下、妊産

婦の健康の改善、HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止を主要保健医療課題と

して挙げている。二国間援助の実施機関である JICA は、上記イニシアティブの枠組みに沿

いつつ、「人間の安全保障」の理念に基づき、保健医療システムの構築・強化と効果的な保

健医療サービスの提供のため、感染症対策、母子保健・リプロダクティブヘルス、保健シ

ステム開発・復興、保健人材育成の 4 分野を保健医療分野で支援している。  

 
表 3-4 JICA のビジョンと保健医療課題の関連性 

JICA のビジョン 保健医療課題への取組 

グローバル化に伴う課題への対応 感染症対策など 

公正な成長と貧困削減 母子、貧困層の健康の改善など 

ガバナンスの改善 保健システム、行政の強化など 

人間の安全保障の実現 
コミュニティと住民への支援、健康と生活向上のためのマル

チ・セクターによる取組 
出所：国際協力機構、2009b に基づき調査チーム作成 

 
ただし、現時点で、JICA 全体としての具体的な保健戦略は確立していない。その理由は、

案件形成方式が各国のニーズに沿って形成していく要請ベース型であるためである。強固

な戦略を押し付けるのではなく、相手国政府のニーズを踏まえた案件形成方式は、相手国

政府との対話を通じて柔軟な対応を可能にしている。また、日本の支援として長年力を入

れてきた途上国からの研修員受け入れ事業は将来の協力関係構築のための先行投資であり、

長期的には人材育成・人的ネットワーク構築の面で日本の開発援助の効果発現に大きな影



 

－27－ 

響を与えるということで、援助の中心的柱の一つとなっている。 

しかし、人づくりに貢献している一方、客観的にその成果を証明するための十分なエビ

デンスは示されていない。これまでの支援内容でどのような効果が出てきたのか、客観的

な検証を行うことにより、その次の支援内容を戦略化および具体化できるようになり、今

後の検討課題と言える。 

 

援助手法 

日本の援助手法は、技術協力、有償資金協力、無償資金協力、国際機関等への拠出金の 4

種類である。特に、2008 年 10 月の JICA と JBIC の円借款部門との統合以降、JICA が技術

協力、有償資金協力、無償資金協力の 3 つの援助手法を一元的に実施する総合的な援助実

施機関となり、JICA が果たす役割は重要性を増している86。 

日本の支援の大きな特徴の一つは、プロジェクト型の支援である。特に技術協力におい

て、被援助国関係者との共同案件形成、合意形成を重視した意思決定、プロジェクト関係

者と日本人専門家との信頼関係の構築など、相手国側を支配しない発想により、協力実施

を通じたオーナーシップの醸成が可能である。また、日本人専門家が長期に滞在すること

で、現場での実務経験を生かし、被援助国自身が問題解決に必要な知識や技術を習得し、

既存の知識と融合させていくプロセスを促進するための潤滑油的な役割を果たしている87。

JICA の技術協力の目的は「途上国の課題対処能力が個人、組織、社会などの複数のレベル

の総体として向上していくプロセスを支援すること」にあり、JICA の役割は、途上国のキ

ャパシティ・ディベロップメント（CD）を側面支援するファシリテーターとなることであ

るとしている88。 
 

表 3-5 日本の援助手法の特徴 
日本の強み 日本の弱み 

 現地に根差して、人材育成や教育など地道な

プロジェクト方式が多い。 

 相手方の実態に合わせて、協力事業の方向性

を柔軟に対応。 

 相手側の能力（Capacity）を実際に直接変化

させていく手法。 

 持続性を重視。 

 スケール・アップに対応できていない。 

 現場の情報を、国家戦略や国家政策、地域

レベルの政策、グローバルレベルの政策へ

とつなげていくためのグローバルな情報発

信や政策策定は弱い。 

 事業を客観的に検証し、エビデンスにもと

づく情報発信力が弱い。 
出所：本調査結果をもとに調査チーム作成 

 
しかし、保健医療を専門とする機関、二国間援助機関、国際機関といったグローバル・

ヘルスにおける従来のプレーヤー以外に、民間や NGO、財団やシンク・タンクなど新たな

プレーヤーが参入してきた現状を鑑みると、現在の援助手法のみでグローバル・ヘルス外

交における日本の存在感を示すことができるのか、むしろ積極的に多国間援助機関との関

わりを踏まえた新たな手法で対応していくことが必要かといった判断が迫られている時期

                                                        
86 外交政策遂行上の必要から実施する無償資金協力は、引き続き外務省が管轄する。 
87 国際開発センター/アイ・シーネット、2003。 
88 国際協力機構国際協力総合研修所、2006。 
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ともいえる。加えて、日本政府としての保健援助政策全体を考えた場合、JICA の保健戦略

のみでなく、外務省、厚生労働省、文部科学省、財務省等といった関係省庁のそれぞれの

戦略の連携・協調を図り、日本としての戦略的かつ効率的な支援内容および援助手法が必

要とされている。 

 

地域戦略・重点国（支援対象地域） 

日本と緊密な関係を有し、日本の安全と繁栄に大きな影響を及ぼし得るアジア地域は、

日本支援対象の重点地域であると ODA 大綱で明言されている。しかし、日本の援助はアジ

アを中心としつつ、南アジア・中央アジア・アフリカ・中東・中南米・太平洋州と全世界

を対象としてきた。特に、1993 年以降、日本政府は国連、UNDP および世界銀行等と共同

で、TICAD を主導してきており、アフリカに対する支援を強化してきている。留意すべき

は、経済発展が進展しつつある国が多いアジア地域に対する支援内容と後発開発途上国が

多く存在している地域では保健開発課題が異なるため、それぞれのニーズに合った支援が

必要とされている点である。 

 

予算配分 

第 2 章にあるように、グローバル・ヘルスの分野では国際的に大きな資金が動いている

中で、日本政府は HDI で 2005 年から 5 年間で総額 50 億ドルの投入を誓約している。しか

し、2003 年から 2007 年の保健医療分野における援助形態実績によると、ODA 総額に占め

る保健医療分野の割合は、減少している89。保健医療分野の技術協力プロジェクト（継続お

よび新規含む）実施実績（2008 年現在）は JICA 事業全体の 16％を占める90。予算配分は、

無償資金協力や技術協力（研修を含む）に大部分の予算が配分されている。他の援助国で

見られるような国際会議や調査研究にかかる予算配分は少額のため、こうした分野への予

算配分の詳細をつかむことは難しい。 

 
表 3-6 保健医療分野における援助形態別実績  

（単位：億円） 

年度 無償資金協力 (a) 有償資金協力 (b) 技術協力 (c) 合計 (d) 

2003 214.06 (25.94) 262.18 (4.7) 111.67 (7.9) 587.91 (7.5) 

2004 243.34 (30.21) 92.09 (1.4) 105.68 (7.0) 441.11 (5.0) 

2005 213.03 (25.5) 18.05 (0.3) 92.47 (6.0) 323.55 (4.0) 

2006 180.83 (22.4) - (-) 76.91 (5.1) 257.74 (2.2) 

2007 133.31 (15.3) - (-) 63.19 (4.3) 196.50 (1.4) 
出所：外務省、2009a 

*1  無償資金協力、有償資金協力は交換公文ベース。技術協力は、研修員受入、専門家派遣および機材供与を対象。JICA
経費実績ベース。 
*2  (a)(b)(c)欄の（ ）内は、各援助形態ごとの政府援助合計に占める割合(％)。 
*3  (d)欄の（ ）は、保健医療分野における全援助形態総額の政府開発援助全体に占める割合(％)。 
 
 

                                                        
89 ODA 予算総額自体も減少している。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html （2010 年 1 月 15 日アク

セス） 
90 国際協力機構、2009a。 
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また、外務省は日本の NGO に対して、「日本 NGO 連携無償資金協力」を通じ、34 カ国

77 件の案件に総額、約 19.5 億円（2009 年度）を供与している91。事業は学校建設、教育支

援、農村開発、平和構築、保健医療分野と多岐にわたる。また、JICA は「草の根技術協力

事業」を通じて、NGO や大学、地方自治体による様々な事業に対して資金供与を行ってお

り、「草の根協力支援型（総額 1000 万円/3 年間）」（2009 年度採択実績 4 件）、「草の根パー

トナー型（総額 5000 万円/3 年間）」（2009 年度採択実績 7 件）、「地域提案型（総額 450 万円

/3 年間）」（2009～2011 年度採択実績 18 件）がある92。 

ODA 予算が削減傾向の現状では、今後はより限られた資源の有効な活用のため、戦略を

明確にし、選択と集中を図ることが求められる。また、開発パートナーとして NGO の役割

が増加していることから、NGO がより積極的にグローバル・ヘルス分野へ参画できる仕組

み作りが必要である。 

 

3-1-3. 保健援助政策実施体制の現状 

援助の効率化が求められている昨今、日本として一貫した支援を行うことが求められて

いる。被援助国と日本の二国間関係、被援助国の政治・経済・社会情勢を踏まえた開発ニ

ーズや援助の実態を最も直接的に把握するため、現地 ODA タスクフォース93の機能強化を

はじめとして、効率的・効果的な援助の実施に向けた取組が進められてきている。 

NGO との連携に関しては、外務省および JICA ともに資金供与を行っているが、政策提

言への NGO の参加機会として、1994 年に開始された外務省/NGO 懇談会（現在の正式名称

「GII/IDI に関する外務省/NGO 懇談会」）がある。これは保健 NGO ネットワークと外務省

の定期懇談会であり、これまでに国連会議等での NGO 連合体による提言書提出や政府代表

団への参加、G8 九州・沖縄サミット、G8 北海道洞爺湖サミットでの保健ワーキンググルー

プの形成が実績として挙げられる94。また、次の新保健政策策定にあたり、新保健政策分科

会を立ち上げ、HIV/AIDS、結核等を含む感染症対策、母子保健、保健システム、アカウン

タビリティ、援助効率・援助協調に関して、外務省と意見交換を行っている。 

他方、民間の立場からの政策提言研究会としての「国際保健の課題と日本の貢献」研究・

対話プロジェクトの継続がある。同プロジェクトの基幹をなす研究会は、G8 北海道洞爺湖

サミットにむけて、グローバル・ヘルス分野における日本の貢献の在り方を検討するため

に立ち上げられた。これまでの成果を踏まえて、本研究・対話プロジェクトは、多様なセ

クターの代表の参加を得て、人間の安全保障の視点に立ったグローバル・ヘルスへの更な

る対応強化を目指すワーキンググループとして活動している95。 

民間企業との連携による官民連携については、まだ試行段階であると言える。JICA 内に

民間連携室が設置され、連携を強化しようとする体制が構築されているが、まだ制度整備

の過程である。 

                                                        
91 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shimin/oda_ngo/shien/j_ngo_musho.html（2010 年 1 月 15 日アクセス） 
92 http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html（2010 年 1 月 15 日アクセス） 
93 2003 年 3 月以降、2009 年 11 月現在、79 カ国で設置されている。現地 ODA タスクフォースでは、現地ベース政策協

議の実施、国別援助計画の策定・見直しのプロセスへの関与のほか、現地援助コミュニティや被援助国との連携および

情報共有などを実施している。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taskforce/genchi_ta.html (2010 年 1 月 15 日ア

クセス) 
94 兵藤智佳/勝間靖、2009。 
95 http://www.jcie.or.jp/japan/csc/ghhs/（2010 年 1 月 15 日アクセス） 
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3-2. 2015 年 MDGs 達成への政策課題および MDGs の枠を超えて取り組むべき課題 

 
3-2-1. 保健 MDGs の達成状況と取り組むべき課題 

2015 年までの達成を目指して設定された MDGs の中に、保健と直接的に関連する目標は

MDG4 乳幼児死亡率の削減、MDG5 妊産婦の健康の改善、MDG6 HIV/AIDS、マラリア、そ

の他の疾病の蔓延の防止である。これら保健 MDGs のうち、母子保健分野での取組が特に

遅れているため、さらなる強化が必要であることが G8 北海道洞爺湖サミットの洞爺湖行動

指針において合意され、母子保健分野の中でも特に妊産婦・新生児・小児の保健を今後重

要課題として取り組むべき行動としている。目標 6 に関しても、エイズ治療薬へのアクセ

ス拡大や結核発生件数の低下等一定の成果を上げているものの、感染症による死亡者数は

依然膨大であり、感染症への取組の強化も優先順位の高い分野である。一方、こうした取

組に関する資金源であるが、感染症については、世界基金、PEPFAR、ゲイツ財団など多様

な機関によるエイズ対策の強化を反映し、エイズ対策資金が急増しており、資金規模が急

激に増加している。それに比して、母子保健分野は国際的に重要であると認識されている

にも関わらず、第 2 章で述べた通り国際的な資金配分は十分でなく、実質的な対策がなか

なか進まないという現状がある。 

 

3-2-2. 保健 MDGs に対する日本の保健援助政策の貢献および今後の取組 

日本は MDGs の保健関連目標である乳幼児死亡率の低下、妊産婦の健康の改善、HIV/AIDS、

マラリア、その他の疾病の蔓延の防止に関する支援を行っている。日本の二国間援助の実

施機関である JICA は、母子保健向上、感染症対策を柱とし、これに分野横断的に保健シス

テム強化と保健人材育成を組み合わせて、開発途上国の保健医療の充実に取り組んでいる。

JICA 事業の特徴であるキャパシティ・ディベロップメント型の支援は中・短期の成果より

はむしろ、2015 年の MDGs 終了後も引き続き継続してその成果を維持できる体制づくりで

あるといえる。 

洞爺湖行動指針において保健分野において今後取るべき行動について合意されたことは

重要な点である。また、保健分野 MDGs が十分に進捗していないという点が保健システム

の脆弱さに起因しているという認識について合意された意義も大きい。すなわち、保健シ

ステムの強化が、MDGs の進捗と非常に密接な関係を持っており、MDGs 目標を達成するた

めに取り組むべき重要な分野であるという認識である96。2009 年の G8 ラクイラサミットで

も引き続き保健システム強化の必要性が強調され、この流れを受けて、2010 年のカナダに

おける G8 サミットでも取り上げられることになっている。保健システム強化の必要性を国

際社会に提言した日本にとって、こうしたグローバル・ヘルスの流れをさらに推し進める

ためには、保健システム強化を今後も日本のグローバル・ヘルス政策支援の大きな柱とす

ることが重要である。 

さらに、経済的な発展が著しいアジアの国々に対する支援と、また開発途上である国々

に対する支援とでは、必要とされる支援内容が異なる。アフリカ、南アジア、中南米の開

発途上国に対しては、引き続き MDGs 達成のための支援が必要であるが、健康転換が進ん

                                                        
96 武見敬三/マイケル・ライシュ、2008。 
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でいるアジアの国々では、生活習慣病や社会保障制度整備といった支援が必要となってき

ている。その意味で、国民皆保険制度、慢性疾患対策、高齢化対策、母子保健制度、保健

医療組織のマネジメントなど、日本が自国の経験から得た知見は大いに活用できる97。また、

日本の比較優位性を示していくことのできる分野であると言えよう。 

 
3-3. 保健分野と密接に関係する他分野との連携 

 
人々の健康を向上させるためには、保健分野への取組のみでは十分ではなく、包括的な

取組の重要性が国際的に唱えられている。MDGs からもわかるように、これらの目標はそれ

ぞれ独立した問題ではなく、相互に関連しており、保健分野 MDGs は、単に医療分野の取

組だけでは達成できない。相互に関連し合う諸問題の中で保健問題を捉え、包括的なアプ

ローチを取ることが求められている98。一方、人間の安全保障委員会の報告書では、健康で

あることは「人間の安全保障」の実現に不可欠であり、その手段とも位置付けられ、健康

は人々が自由な選択を行い、社会的な機会を追求し、将来を計画することを可能にすると

述べられている99。つまり、保健はその他の人間の安全保障上の課題達成のための基本とな

る重要な分野として定義されている。 

しかし、分野横断的な取組の必要性は 1990 年代から認識されてきているにもかかわらず、

実際に取組が活発に行われているとは言い難い。分野横断的なアプローチを取るためには、

様々なセクターを取りまとめていくコーディネーション力、コーディネーションを行って

いく上で必要不可欠な確固としたツール、そして関係者を束ねていく強いリーダーシップ

の存在が不可欠であり、きわめて困難な現状がある。 

JICA 自体は分野横断的に取組やすい組織体制となっているが、分野横断的な案件を形成

するためには被援助国政府内部の調整が合わせて必要とされる。しかし、被援助国政府の

所轄省庁がそれぞれ異なり、一つの案件としてうまくパッケージ化された要請が必ずしも

常に挙がってくるわけではない。また、分野横断的な取組を実施するためのメカニズムが

確立しているわけではなく、相手国および日本の関係者の個人の調整能力によるところが

大きいのが現状である100。 

 
3-4. 新保健政策策定にむけての課題 

前項までの議論を受け、日本の保健分野 ODA の策定・実施に関する課題について、以下

にまとめる。 
 
① グローバル・ヘルスを日本の外交政策の柱として位置付ける 

日本は 2000 年に IDI を発表し、感染症問題への取組の重要性を国際社会に訴え、グロー

バル・ヘルスに関する代表的なイニシアティブである世界基金設立へのきっかけを作った。

2008 年には TICAD IV と G8 北海道洞爺湖サミット両方のホスト国として、それぞれ「横浜

                                                        
97 国際協力機構国際協力総合研修所、2004。 
98 武見敬三、他、2008。 
99 人間の安全保障委員会、2003。 
100 JICA プログラムの優良事例の一つとして、セネガル国タンバクンダ州保健システム強化プログラムがある。無償資

金協力、技術協力プロジェクト、青年海外協力隊といったスキームの連携だけでなく、他分野（水、インフラ）との連

携も行っている。 
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行動計画」、「国際保健に関する洞爺湖行動指針」策定に大きく貢献してきておりグローバ

ル・ヘルスにおける国際社会での存在感を示した。今後も、このモメンタムを引き続き継

続していくことが重要である。 

グローバル・ヘルスの課題に関しては、経済的な発展が著しく、健康転換が進んでいる

アジアと、引き続き MDGs 目標達成が最優先課題であるアフリカ、南アジア、中南米の途

上国とでは、異なった支援が必要である。特に、国民皆保険制度、慢性疾患対策、高齢化

対策、母子保健制度、保健医療組織のマネジメントなど、日本が自国の経験から得た知見

のある分野では日本の比較優位性が高く、2015 年以降を見据えたグローバル・ヘルスを牽

引していく上で、大いに活用できる。 

 

② グローバル・ヘルス推進に向けた体制を強化し、国際潮流をリードする 

「研究・対話プロジェクト」が民間の立場という利点を生かして様々なステークホルダ

ーを巻き込んできたことは 3-1 にて説明した通りだが、この流れを一過性のものにするので

はなく、全員参加型であるオール・ジャパン体制が持続し、グローバル・ヘルスという課

題に対して、官民問わず、異なる立場の人間が参加できる体制を維持することが必要であ

る。 

日本の保健援助政策に関する対外発信力は十分ではなく、対外的にインパクトのある情

報発信をするためには、国際的に認知された媒体を通じた情報発信および日本の比較優位

がある内容の発信が不可欠である。グローバル・ヘルスに対する日本の考え方が、G8 北海

道洞爺湖サミットに先立ち、医学雑誌「ランセット」に掲載されたことは、その成功例と

して記憶に新しい101。そのインパクトは大きく、日本がサミットで国際的な議論をリード

するに至った。また、国際的に認知されている媒体での情報発信は対外的なインパクトの

みならず、グローバル・ヘルスに対する日本の貢献に関して日本国内の関心を高める機会

ともなり得る。 

その他の情報発信方法として、IT やテクノロジーの変化に伴い、時代に沿った、気軽に

使いやすい手段の活用が必要である。 

 

③ 援助効果向上にむけてグローバル・ヘルスの援助方法・形態を見直し強化する 

日本はアジア唯一の G8 国であり、引き続き、アジア地域における地球規模課題に対して

リーダーシップを取っていくことは重要であり、アジア地域における連携強化のための努

力をしていくことが必要であることは変わりがない。しかし、アジアの国々の状況は多様

化しており、画一的には対応できなくなってきている。急速な経済発展を遂げつつある東

アジアの国々、国際社会の中で存在感を増している中国やインド、あるいは、日本と援助

組織体制が類似している韓国というように、状況によってそれぞれ異なった係わり方が必

要となってくる。 

援助協調に関しては、日本の援助哲学やアプローチを堅持し、欧州諸国が主導する財政

支援とはある程度距離をおく、ややもすると援助コミュニティから孤立しがちな姿勢は、

他の援助機関との協調体制の構築を困難にする。完全に同調すべきという論点ではなく、

                                                        
101 Koumura, M., 2007. 
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取り組むべき課題や状況によっては、より効率的に効果を高めることができる一つの手法

として、議論を深め、日本としての活用可能性と活用方法を再考する時期であると言える。 

  現在、外務省、JICA は、選択と集中により、また、限られた投入でのインパクトを大き

くするため、共通の目的や対象のもとに相互密接に関連付けられた事業のプログラム化を

推進している102。援助手法の有機的な組み合わせにより、より大きな効果を得るという点

では効率的な考え方であるが、日本全体としてグローバル・ヘルスへの取組を考える場合

には、外務省、JICA が持つスキームの枠組のなかで考えるだけでは不十分であると言える。

各省庁、民間、NGO、大学等の研究機関等が持つ知見やスキームをオール・ジャパン体制

として活用し、日本の経験を活かした協力について、議論し、実施していくことが求めら

れている。 

また、JICA や日本の NGO の多くはプロジェクト実施型の事業を行っており、ミクロ的

視点で事業を考えることができる人材はいるが、幅広いマクロ的視点で政策を考えること

ができる人材が圧倒的に不足している。厚生労働省や国立国際医療センターにおいても、

政策人材は十分ではない。2006 年に厚生労働省は国際協力・協調の在り方の検討を行い、

キャリアパスの一環として優秀な人材が NGO、省庁、国際機関などを流動的に働く場を移

動しながら経験を積み重ねていき、政策人材となりうるようなメカニズムが必要であると

指摘している103。政策人材の育成が急務であることは明白であるが、経験を積んで学んで

いく過程が必要であり、実際に政策レベルでの援助協調への参加の機会を得ることも重要

である。 

 

④ エビデンスに基づくグローバル・ヘルスを推進する 

グローバル・ヘルスの全体構造の巨大化と関連して、国際関係研究機関などにおいても、

地球規模課題であるグローバル・ヘルスを外交的な課題として取り上げ始めている。この

ような背景を受け、保健医療研究機関との連携が必要なのは言うまでもなく、国際関係研

究機関等との連携強化を考えていく必要性が出てきた。もはや、保健医療機関との連携の

みで、現在のグローバル・ヘルス外交の中で存在感を示していくには十分ではない時代に

突入している。 

JICA はタイ、ケニア、ガーナの保健医療研究機関への支援を長年続けてきた。しかし、

世界的な潮流がグローバル・ヘルスを保健医療だけでなく、外交や政治、社会的な問題と

してとらえ、ダイナミックな動きをしている中で、依然として、JICA はプロジェクト管理

の体制にとどまり、外交や政治、社会的な視点をもった研究機能において脆弱といわざる

を得ない。2008 年 10 月には JICA 研究所が発足したが、国際的な学術雑誌への投稿など、

国際的な発信力や具体的な成果の有無も含めて、十二分に機能しているとは言い難い。研

究と事業運営とでは必要とされる能力が異なり、事業運営を行いつつ、国際的に対外発信

力のある研究を行っていくことは容易ではない。そのためには、研究をひとつの主要な事

業と位置付け、そのための研究実施体制（人材、人員、予算）整備が必要となってくる。

                                                        
102 JICA 事業のプログラム化パターンは、スキームのプログラム化、対象を同じくする分野横断的な取組のプログラム

化、広域のプログラム化が挙げられる。 
103 国際業務を遂行できる人材に必要な能力を 5 つ挙げている。(1)事案の国内的コンテキストをまず理解したうえで、国

際的コンテキストで対応できる能力、(2)国際的な意思決定プロセスの理解と参加能力、(3)カウンターパートとの信頼関

係熟成能力、(4)語学力、(5)交渉能力。 
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その裏付けのためには、JICA 研究所の具体的な成果設定が必要不可欠である。 

 

⑤ 市民社会との協働によるグローバル・ヘルスを推進する 

日本のNGOの多くはプロジェクト実施型であり、政策提言ができるNGOはまだ少ない。

日本の NGO の財政基盤や組織体制、人材育成が脆弱であり、政策提言活動を行うための活

動資金や専門的な人材の配置が難しいという現状がある。他方、政策提言活動に積極的に

参加している欧米の NGO はグローバルなネットワークを有し、豊富な資金力とマネジメン

ト体制が確立しており、組織の戦略が明確である。また、情報発信が充実しており、政策

策定に参画できるプロフェッショナルな人材の層が厚い104。 

 
表 3-7 日本の NGO と欧米の NGO の比較 

 日本の NGO 欧米の NGO* 

財政基盤 脆弱 安定 

政策人材 高い専門性を持つ人材が少ない 高い専門性を持つ人材が多い 

活動内容 
フィールド活動重視 

プロジェクト実施 

グローバルなネットワーク形成 

政策形成、情報発信 

*欧米の NGO は政策提言およびフィールド活動の両方を展開する団体が多い。 

出所：本調査結果をもとに調査チーム作成

      

1994 年、GII/IDI 懇談会が設置され、NGO が政策提言に参画する協力体制がすでにあるが、

G8 北海道洞爺湖サミットで日本がグローバル・ヘルスの重要性を訴えた際の経験や、グロ

ーバル・ヘルスに参加しているプレーヤーの多様化に伴い、民間企業、研究機関やシンク・

タンク、NGO との連携は今後更に重要性が増してくる。そのため、政策提言ができる NGO

の育成が急務である。また、日本国民への説明責任として、より多くの人がグローバル・

ヘルスに関心を持てるような情報発信方法や手段を工夫していく必要がある。 

 
 
 

                                                        
104 兵藤智佳/勝間靖、2009。 
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第 4 章 保健分野モニタリング・評価の課題 
 

4-1. 日本の開発援助におけるモニタリング・評価の動向 
 
4-1-1. モニタリング・評価体制 

背景 

 日本の ODA 評価については、1975 年に JBIC が事後評価を開始したのを皮切りに、1981

年に外務省、1982 年に JICA が事後評価を開始し、その後実施体制の整備が図られてきた。

当初は事後評価が中心であったが、プロジェトの計画立案・実施・評価を一貫して行う PCM

手法が 1994 年より JICA 事業に本格導入されたこともあり、PDCA サイクルの中にモニタ

リングが組み入れられ、評価も事前評価、中間評価、終了時評価が実施されるようになっ

た。 

 21 世紀に入り、2001 年の「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（政策評価法）の

制定による全ての行政機関での事後評価の義務付け、さらには行政改革や経済情勢の悪化

などを反映し、モニタリング・評価はさらに重要視されるようになった。2003 年の ODA 大

綱では、ODA の効果的実施のために第一に「評価の充実」が掲げられ、「事前から事後まで

の一貫した評価体制」の重要性を明確に打ち出している。 

 加えて、世界銀行の包括的開発フレームワーク（CDF）を受けた貧困削減戦略文書（PRSP）

や、MDGs などの新たな国際動向に応じた包括的支援の増加に伴い、モニタリング・評価の

対象も、プログラムレベル、政策レベルへと拡がっている。 

 

実施・活用方法 

 日本の ODA 評価は、主務官庁である外務省と実施機関である JICA が中心となって実施

しており、外務省が政策レベルと一部プログラムレベルの評価を、JICA がプロジェクトレ

ベルとプログラムレベルの評価を担当している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所：外務省国際協力局評価室、2009 

 

 外務省では、2006 年に経済協力局開発計画課内の評価班が国際協力局評価室として独立

図 4-1 日本の ODA 評価実施体制・評価対象 
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し（現評価・広報室）、ODA 評価業務を総合的に実施するようになった。JICA も 2008 年の

JICA・JBIC の海外経済協力部門の統合を契機に、企画・評価部内の評価管理室が評価部に

格上げされた。 

 評価の視点は、レベル、援助手法・形態、実施時期により異なるが、基本的には 1991 年

に OECD-DAC が提唱した評価 5 項目105に準拠している。JICA の技術協力プロジェクトで

は、PDM を用いて事業効果の発現・達成状況などを評価 5 項目に基づき評価し、モニタリ

ングは個別のプロジェクトで定期的に行われている。外務省では、「政策の妥当性」「結果

の有効性」「プロセスの適切性」を評価の基本的な共通基準としている106。 

 評価結果は、納税者である国民に対する説明責任（アカウンタビリティ）を果たすとと

もに、導かれた教訓と提言に基づき ODA の質を向上するというフィードバックの目的で活

用されている。 

 

課題 

 モニタリング・評価の実施体制や活用方法はこれまで改善が加えられてきた。しかしな

がら、モニタリング・評価そのものを戦略的に捉え、国内外で積極的に活用しようとする

姿勢には乏しく、ODA を巡る国内外の急激な環境の変化に十分対応しているとは言い難い。

国際的には、援助協調に伴うモニタリング・評価対象の拡大や、プロセスやアウトプット

でなくアウトカムやインパクトを評価しようとする動きがあるが、これに対応するために

はモニタリング・評価体制の大幅な見直しが求められる。国内においても、2009 年の民主

党政権の発足などにより、低迷する経済状況の中でモニタリング・評価の結果が国民に分

かりやすく示されているか、また ODA の向上に貢献しているかがより厳しく判断されるこ

とは想像に難くない。日本の ODA モニタリング・評価の課題は、以下のように整理できよ

う。 

 
表 4-1 日本の ODA モニタリング・評価の課題 

課題 1 

目標・指標の設定 

・ インパクトレベルの目標・指標が曖昧 

・ 政策、プログラム策定時に具体的な目標・指標が示されない 

課題 2 

結果の公表 

・ 結果は公表されているものの広報が不十分 

・ 端的に結果を理解しにくい 

課題 3 

結果の活用 

・ 評価部門と事業部門の連携が不十分 

・ 要請主義によるフィードバックの限界 

課題 4 

人材・予算 

・ 専門性の高い人材が体系的に育成されていない 

・ 十分な予算措置が取られていない 

出所：本調査結果をもとに調査チーム作成 

  

第一に、有効なモニタリング・評価の実施のためには、計画立案時に目標と評価指標を

できるだけ具体的に設定する必要がある。しかし、PDM を用いた一元的な事業管理体制が

確立しているプロジェクトレベルでもそうではない例が散見される。特に、インパクトを

                                                        
105 妥当性（relevance）、有効性（effectiveness）、効率性（efficiency）、インパクト（impact）、自立発展性（sustainability） 
106 政策評価法に基づく評価では、「必要性」「有効性」「効率性」も含めた基準を使用。 
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測るための上位目標が漠然としており、指標の適切性が十分検討されていないと思われる

ケースは少なくない。また、指標が細分化されていたり、入手困難なため、上位目標の検

証可能性を下げているケースも多い107。 

 政策レベル、プログラムレベルの問題はさらに大きい。事前に目標や評価指標が具体的

に設定されておらず、評価時にはじめて指標が決められる例は珍しくない。比較対象とな

るベースラインデータや定期的モニタリングによるデータがなく、成果について客観的な

エビデンスを提示できていない例も見られる。政策・プログラムレベルの評価について、

国際的に確立した共通の手法はないが、有力なツールの一つとしては、目標と指標がツリ

ー状に階層化される「目標体系図（Objective Tree）」108がある。2001 年の ODA 評価研究会

報告書「我が国の ODA 評価体制の拡充に向けて」の中でも目標体系図の必要性は指摘され

ており、その後も繰り返し提言が行われているが、具体的な目標、指標が示された目標体

系図は依然少ない109。 

 第二に、評価結果の公開に関しては、JICA 図書館のような民間アクセスが可能な施設や

ホームページで報告書が配布・公表され、また、一般向けのセミナーや報告会で国民への

説明責任を果たそうとの姿勢は見られるが、広く広報は行われておらず、アクセスは必ず

しも容易ではない。また、評価結果が端的に理解できないとの声もある。そんな中、2004

年に JBIC が導入した事後評価での 4 段階のレーティングを、新 JICA 発足に伴い技術協力、

無償資金協力、有償資金協力の 3 つの援助手法・形態全ての事後評価に適用する方針が打

ち出された。評価結果の可視性を高めるための試みとして、今後注視していく必要がある。 

 第三に、モニタリング・評価結果の活用についても課題がある。結果は、当該事業の改

善や次なる事業の策定に適切に反映され、ODA の質向上に寄与しなければ意味がないが、

現状は報告書を作成し、関係者や相手国に情報を周知させるだけとなっていることが多い。

また、事業の延長や新規案件の形成は評価結果よりも相手国の要請による部分が大きく、

教訓や提言が十分に活用されたと言えるケースは少ない。現在、外務省と JICA では、セク

ター別の教訓・提言のデータベース化、事後モニタリング制度、相手国との合同評価の実

施などのフィードバック体制強化に取り組んでいるが、評価部門と事業部門の連携、これ

までの評価報告書で出された共通する提言を抽出した統一方針の決定、分野別イニシアテ

ィブの位置づけの明確化、便宜性を高めた報告書ガイドラインの策定、外務省と JICA の役

割分担の再確認と評価結果の相互活用などのセクターや部署、機関の垣根を超えた対策は、

依然不十分である。 

 しかし、根本的な問題は、結果が十分に活用されていないことではなく、モニタリング・

評価に関わる専門的人材や予算の欠如であり、活用できる結果を出すための体制が整って

いない点であるとの指摘もある110。情報収集や現状分析の偏り、そして書き方に問題のあ

る報告書の存在は JICA の 2 次評価においても指摘されている111。現場におけるモニタリン

グ体制も不完全で、信頼性の高い必要なデータが収集されない問題も大きい。モニタリン

                                                        
107 国際協力機構企画・調整部事業評価グループ、2007。 
108 目標体系図の具体例は「別冊資料編 3-1」参照。 
109 2000 年から 2007 年までの国別援助計画、重点課題別援助計画で、政策策定時に目標体系図が設定されたのは 2 件で

あった。 
110 国際開発高等教育機構国際開発研究センター、2008。 
111 国際協力機構企画・調整部事業評価グループ、2007。 
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グ・評価に関わる専門的人材の育成は、予算措置と合わせ急務となっている。 
 
4-1-2. 保健分野の動向 
 保健分野のモニタリング・評価体制と課題は、モニタリング・評価の分野横断的な性質

上、ODA 全般の体制や課題と異なるものではない。しかしながら、保健分野における特徴

をいくつか指摘することができる。 

 保健分野のモニタリング・評価状況として、2000 年以降に政策・プログラムレベルで外

務省と JICA が実施した保健分野評価を表 4-2 に示す。 

 
表 4-2 2000 年以降の政策・プログラムレベル評価（保健分野） 

分類 実施年度 案件名 

2001 年度 GII（人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティブ）評価

2003 年度 沖縄感染症対策イニシアティブ（IDI）中間評価 

2004 年度 保健関連 MDGs 達成に向けた日本の取組評価  

2006 年度 タイ保健分野評価 

2007 年度 「保健分野における日米パートナーシップ」に関する USAID

との合同評価 

外務省 ODA 評価 

2008 年度 「保健・医療分野支援」の評価 

2000・2001 年度 特定テーマ評価「フィリピン人口・健康セクター／USAID 連携」

2001 年度 評価結果の総合分析（人口・保健医療分野） 

2004 年度 テーマ別評価「アフリカ感染症対策研究」 

2006・2007 年度 テーマ別評価「保健リファラル・システム」 

2006 年度 ガーナ国アッパーウエスト州住民の健康改善プログラム評価 

2006 年度 アフガニスタン国保健医療セクタープログラム評価 

JICA 事業評価 

2007・2008 年度 ケニア国エイズ予防プログラム評価 

 

 これらの評価の多くでは、他分野と同様、ODA 評価ガイドライン、JICA 事業評価ガイド

ラインに基づく評価基準が用いられている。一方、JICA が実施した「ガーナ国アッパーウ

エスト州住民の健康改善プログラム評価」「アフガニスタン国保健医療セクタープログラム

評価」「ケニア国エイズ予防プログラム評価」では、協力プログラム評価手法を用い、相手

国の開発政策・戦略への「貢献」を評価項目に設定し、プログラムの位置づけと戦略性を

評価している。また、外務省による 2004 年の「保健関連 MDGs 達成に向けた日本の取組評

価」では、日本の保健分野は MDGs の達成にどのように貢献しているか（貢献度）、MDGs

達成にむけて政策・戦略が明確にされ周知されているか（政策的コミットメント）、MDGs

達成にむけて戦略的なアプローチがとられているか（戦略性）、効果を確実にし、効率を向

上させるために、援助事業の質の確保と改善が適切に行われているか（質の確保）の 4 項

目から包括的な評価が行われた。 

 保健分野のモニタリング・評価の特徴としては、第 3 章に示された保健分野事業の特徴

とオーバーラップするが、以下の 2 つが指摘できよう。 
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表 4-3 保健分野モニタリング・評価の特徴 
特徴 1 「人づくり」を重視し、個人の健康行動改善や保健人材の能力向上に対する分析が中心的

特徴 2 保健状況の改善などのインパクトレベルの目標とアウトプットレベルの目標の間の論理

性がしばしば議論の対象となる 

 

 第一に、保健分野でのソフト面の支援事業拡充に伴い、モニタリング・評価では、草の

根での「人づくり」に焦点を当て、個人の健康行動改善や保健人材の能力向上をいかに測

るかに力点が置かれることが多くなっている。地域保健事業などを中心に、個人の健康増

進や疾病予防に関し、知識（Knowledge）、態度（Attitude）、行動（Practice）の 3 段階につ

いて定性的・定量的に調査する KAP 調査はその好例であろう。 

 一方で、例えば保健人材の育成というプロジェクト目標と、妊産婦死亡率の低減などの

上位目標の間の論理性が曖昧と指摘されることが多く、保健分野は特に事後評価が難しい

とされる分野のひとつとされている。しかし、後述するように、結果重視マネジメント

（Result- based management: RBM）や、コクラン共同計画（Cochrane Collaboration）などの

影響を受け厳密にインパクトを評価しようとする試みが主流化しており、適切な上位レベ

ルの目標を設定する必要性が高まっている。 

 我が国の保健分野におけるモニタリング・評価の特徴が、国際的な開発援助潮流の影響

や、保健分野の枠組みの再編に直面し、今、大きな変革を迫られている。 

 

4-2. 主要国・国際機関によるモニタリング・評価 
 
4-2-1. 開発援助潮流の影響 
 国際的な開発援助分野において、モニタリング・評価重視姿勢は今日、当然のものとな

っているが、これには RBM の影響が大きい。1980 年代にイギリスなどで導入されたニュ

ー・パブリック・マネジメント（NPM）は、1990 年代になって、計画時より評価の視点を

組み込み、プロセスではなく結果に重点を置く RBM に発展し、投資の効率性を重視し始め

ていた開発援助分野でも導入が進んだ。それに伴い、モニタリング・評価の有効性が注目

を集め、2000 年前後に次々と策定された開発援助分野施策では、当初より目標、指標が設

定されるようになった。こうして、業績を測定、評価しながら施策を管理する方法が定着

したのである。 

 また、援助協調の流れが RBM 導入を加速化させた。世界銀行が 1999 年に発表した CDF

では、途上国が主体となり、他の国家・国際機関、市民社会などとの強固なパートナーシ

ップのもと、結果を重視した包括的な開発戦略策定を目指すという基本概念が提唱された。

CDF に基づいて作成される PRSP は、参加型で、貧困とその原因への理解を深め、貧困削

減に効果的な公的措置を選択し、効果を評価するための貧困削減目標を設定して達成度合

いをモニタリングすることを基本プロセスとしており、計画段階からモニタリング・評価

について考慮することを求めている。 

 同様に RBM を反映しているのが MDGs である。MDGs では 8 つの目標と 18 のターゲッ
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トの達成度を測るための指標が設定されており112、国連、OECD、IMF、世界銀行が定期的

に達成度をモニタリングしている。また、各国政府と国際機関は MDGs に基づく援助施策

を策定し、そのモニタリングを行ってきた。MDGs の普遍的、包括的な目標に対応してモニ

タリング・評価の対象はプログラム、そして政策レベルへと拡大し、これに対応するモニ

タリング・評価手法が求められるようになった。 

 PRSP や MDGs 同様、結果重視に加えて援助協調の概念も定着させる大きな役割を果たし

たのが、2005 年の「援助効果向上に関するパリ宣言」（パリ宣言）である。宣言には、援助

効果向上の 5 原則（「オーナーシップ」「制度、政策への協調」「調和化」「開発成果管理」「相

互説明責任」）、5 原則を実現するための援助国・被援助国の具体的な行動を示した 56 の取

組事項、12 のモニタリング指標113が盛り込まれた。そして、2006 年および 2008 年のパリ

宣言モニタリング、DAC 開発評価ネットワーク（EVALUNET）が行っている「パリ宣言実

施状況の評価」など、実施状況のモニタリング・評価が進められている。2008 年には「ア

クラ行動計画」においてパリ宣言の取組を加速化させることが宣言された。被援助国のオ

ーナーシップは、「パリ宣言実施状況の評価」での被援助国主導の評価や、被援助国の評価

能力構築（ECD）のための取組など、評価分野にも着実に及んでいる。 

 結果重視、援助協調という 2 つの大きな動きが開発援助分野のモニタリング・評価に与

えた具体的な影響としては、被援助国・援助国・国際機関間での評価方法の標準化、評価

結果の共有、合同評価の実施がある。EVALUNET による、評価の質を一定レベルに保ち、

アクター間の協力を促進し、評価の比較やメタ評価を容易にするために押さえるべき 10 の

基本項目114から成る「評価品質基準」（Evaluation Quality Standards）の策定など、今後、モ

ニタリング・評価の標準化への動きはより活発になっていくものと思われる。保健分野で

は、世界基金や GAVI など、世界規模のパートナーシップが影響力を増しており、保健分野

の国際機関とこれらのパートナーシップから構成される「ヘルス・エイト」（H8）115の 2007

年の初回会合では、MDGs 達成に向けた動きを加速化させていくための、共同かつ確固たる

モニタリング・評価システムの重要性が指摘されている。さらには、G8 アカウンタビリテ

ィレポートでも、MDGs の達成を目指し、保健分野援助の効率性と有効性を高めるための共

同でのモニタリング枠組みの必要性が強調されている。 

 
4-2-2. 主要国・国際機関のモニタリング・評価体制・手法 
 以下では、各国および国際機関のモニタリング・評価体制・手法のうち、特徴的な手法

について取り上げる。主要国・国際機関ごとの評価体制・手法一覧は「別冊資料編 3-6」に

示す。 

 

 

                                                        
112 詳細は、http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html（2010 年 1 月 15 日アクセス）参照。 
113 例としては、被援助国の国家計画に沿ってプログラム化された援助の割合、被援助国の公共財政管理・調達システム

を利用した援助の割合、アンタイド率、複数の援助国・機関などが共同実施する調査・分析の割合等がある。 
114 「評価の根拠・目的（Rationale, purpose and objectives of an evaluation）」「評価の範囲（Evaluation Scope）」「コンテク

スト（Context）」「評価手法（Evaluation methodology）」「情報源（Information sources）」「独立性（Independence）」「評価倫

理（Evaluation ethics）」「品質確保（Quality assurance）」「評価結果の妥当性（Relevance of the evaluation results）」「完成度

（Completeness）」。詳細は、DAC Evaluation Quality Standards（（http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf（2010 年

1 月 15 日アクセス））参照。 
115 H8 は、WHO、UNICEF、UNFPA、UNAIDS、世界銀行、世界基金、GAVI、ゲイツ財団で構成されている。 
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結果のフレームワーク（RF） 

 モニタリング・評価手法は、大きく、DAC 評価 5 項目に基づくロジカル・フレームワー

クを用いた手法と、RBM に基づく結果のフレームワーク（RF）を用いた手法に分類される。

その他、両者の中間的手法や、独自の手法も存在する。外務省・JICA は、4-1 で述べたよう

に DAC 評価 5 項目に準拠した手法を用いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BMZ: ドイツ連邦経済協力省 
WFP: 国連世界食糧計画 

出所：佐々木亮, 2006 年に基づき調査チーム作成 
 
 RBM グループには、USAID、CIDA、AusAID、UNDP などが含まれる。USAID は、かつ

て PDM の原型であるログフレームを開発したが、包括的援助の増加に対応するため、1990

年代半ばに新たに RF を開発し、導入している116。RF の構成や論理はログフレームに類似

するが、政策・プログラムレベルで作成され、上位の戦略ゴールを除き在外事務所が中心

となって戦略目的の選択と計画策定を行う。そのため、MDGs のような包括的な目標を戦略

ゴールに据えた政策、プログラム形成が容易であり、かつ下位レベルの枠組みが柔軟とい

う特徴がある。評価に関しては、政策・プログラム・プロジェクトレベルで内部評価、第

三者評価が行われている。指標は、パフォーマンス指標として 7 つの基準117を満たす定量

指標、定性指標が用いられるが、基本的には計画時に DHS 等の二次データに基づいて設定

され、モニタリングでの見直しを通じて事後評価で評価指標として使用されている。モニ

タリングは重視されており、実施機関、本部、在外事務所の戦略チームが作成する「パフ

ォーマンス管理計画」（PMP）を基本とし、実施機関からの定期報告をもとに戦略チームが

活動をモニタリングしている。結果は、毎年発行されるパフォーマンス報告書（Annual 

Performance Report）で発表され、インターネット上やセミナー、ワークショップなどを通

じ広く公開されている。研究機関によるインパクト評価も推進しており、学術雑誌での発

表に至るものもある。 

 CIDA や AusAID も、USAID の RF に類似するフレームワークを用い、パフォーマンスの

定期的モニタリング、ベースラインとエンドラインの事前事後比較による評価に力を入れ

ている。 

                                                        
116 RF の具体例は「別冊資料編 3-2」参照。 
117 「直接的（direct）」「客観的（objective）」「十分（adequate）」「可能な範囲で量的（quantitative, where possible）」「適切

な範囲で構成要素に分けられる（disaggregated, where appropriated）」「実践的（practical）」「信頼できる（reliable）」。USAID 
Center for Development Information and Evaluation, 1996. 

図 4-2 モニタリング・評価手法による分類 
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レーティングによる総合評価 

 前項で述べたように、JICA の事後評価ではレーティングが行われているが、その活用と

いう面では、レーティングによる総合評価（overall rating）を行う世界銀行独立評価グルー

プ（IEG）、ドイツ復興金融公庫（KfW）、アジア開発銀行（ADB）が先行している。 

 世界銀行 IEG は、評価の質と独立性を通じて援助の質を向上させることを目的とした独

立評価を実施している。1995 年には、国別援助戦略（CAS）を評価する国別援助評価（CAEs）

が IEG の前身である業務評価局（OED）で開始された。現在では年間 10 件程度行われ、こ

れまでに 70 以上の評価報告書が公表されている。CAEs では、6 段階のレーティングが行わ

れ118、また、被援助国の開発全体に対する国別援助戦略の貢献を部分的なものと捉えた評

価が行われている。その他、IEG はプロジェクトレビュー、セクター・テーマ別レビュー、

プロセスレビューを行っており、結果は「援助効果に関する年次レビュー」（ARDE）にま

とめられている。2008 年度の ARDE では、パフォーマンスが弱く優先的に取り組むべき地

域・セクターとして、アフリカ地域と保健分野が挙げられた。 

 ドイツ KfW では、全プロジェクトに対する事後評価を行っており、「有効性」「妥当性と

重要性」「効率性」の 3 つの基準それぞれについて、6 段階で評価している。そして、プロ

ジェクトごとに 3 つの基準に対する重みづけ（weighting）を、その理由と共に示し、3 つの

基準を総合した全体としての 6 段階のレーティングを行っている119。 

 なお、重みづけは、その根拠を示し、レーティングが独り歩きしないための配慮が必要

で厳格な方法が求められるが、JICA の事後評価でのレーティングでは、重みづけは行われ

ていない。 

 

インパクト評価 

 前項で述べたように、モニタリング・評価対象のプログラム・政策レベルへの拡大、ま

た、アウトカムやインパクトの評価に対する要請が高まる一方で、これらを測るための確

立した共通の手法は未だ存在しない。しかし、医療分野のコクラン共同計画などの影響を

受け、実験的、準実験的な手法でインパクトを厳密に測ろうとする動きが存在する。これ

は、1992 年に英国国民保健サービスの一環として始まったプロジェクトで、疾患への介入

効果について「ランダム化比較試験」（RCT）を中心とする科学的・体系的な精査を行い、

データベース化した結果を公開・共有して合理的な意思決定に活用することを目指してい

る。 

 この試みを ODA 分野に応用する動きとして、2003 年にマサチューセッツ工科大学経済学

部内に設立された J-PAL がある。J-PAL は、世界銀行などの支援を受け、RCT による評価を

通じて貧困削減政策の有効性を高めることを目的に活動しており、2010 年 1 月までに 63 件

のインパクト評価プロジェクトを完了し、報告書をホームページに公開している120。ホー

ムページでは、評価結果に加え、一部のプロジェクトの調査データも公開しており121、利

用者によるデータ活用を可能にしている。 

                                                        
118 レーティング基準は「別冊資料編 3-3」参照。 
119 詳細は「別冊資料編 3-3」参照。 
120 保健分野についても 37 件の評価を実施。 
121 http://www.povertyactionlab.org/JPALdata/ （2010 年 1 月 15 日アクセス） 
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 また、UNICEF は、2002 年より西アフリカ 11 カ国で「子どもの生存・成長促進プログラ

ム」（ACSD）122を実施しているが、5 歳未満児死亡率に対する介入のインパクトを、MBB

ツール123と、子どもの生存と新生児の生存に関する医学雑誌「ランセット」シリーズの「エ

ビデンスに基づく介入効果」を用いて推計し、当初予測を上回る成果を出したと報告して

いる124。 

 インパクト評価は、「あるプロジェクトに参加した特定の個人（或いは組織）について、

同一の個人がそのプロジェクトに参加しなかった場合にはどうなっていたかという反事実

（counterfactual）を想定し、その両者の事後的な指標変化（例えば所得水準）を比較した時

の差」125であるインパクトを測定するものであるが、社会分野ではこれを実際に測ること

は不可能である。プロジェクト前後での同一集団比較（Before-After 比較）や、プロジェク

トの介入地域と非介入地域の比較（With-Without 比較）がよく行われるが、集団の選択にバ

イアスがかかり、また、プロジェクトがもたらした変化以外の通時的な変化などを除去で

きないためインパクトの精度は低い。厳密なインパクト評価では選択バイアスをできるだ

け除去して比較が行われる。 

 厳密なインパクト評価の拡充には世界銀行が積極的に関わっており、データベースの作

成や、EVALUNET、国連評価グループ（UNEG）、Evaluation Cooperation Group（ECG）のネ

ットワークとしてインパクト評価を推進する Network of Networks of Impact Evaluation

（NONIE）のためのタスクフォースの立ち上げに関わっている。また、国際開発評価学会

（IDEAS）、Center for Global Development（CGD）、MEASURE Evaluation、カリフォルニア

大学バークレー校の Center of Evaluation for Global Action（CEGA）、Global Development 

Network（GDN）など、研究機関やシンク・タンクがインパクト評価の実施やツール整備に

貢献している。GDN は、2006 年よりゲイツ財団の支援を受け、アフリカ・アジア地域の保

健 MDGs 達成に貢献するため、19 カ国の 20 の保健衛生分野プログラムのインパクト評価を

行った。また、CGD の Evaluation Gap ワーキンググループは、2006 年に質の高いインパク

ト評価を実施するための提言報告書126を発表している。 

 しかしながら、厳密なインパクト評価は、対象地域が限られた保健や教育のプロジェク

トには適しているが、実際には、予算や時間、技術的、倫理的な問題から、全てのレベル

の評価に厳密なインパクト評価を適用するのは困難とされる。GTZ では、投入志向型から

結果志向型への「パラダイムシフト」に直面し、インパクトの評価方法について現在議論

を重ねている。GTZ は、個々のプロジェクトの貢献と、貧困削減などのより上位のレベル

のインパクトの間の因果関係は明確でなく、成果の帰属ギャップ（attribution gap）が存在す

ると考えている。帰属ギャップを超えて開発に進歩をもたらすことこそ真のプロジェクト

の目的であると考えているものの127、この問題を乗り越える効果的な評価手法は確立して

                                                        
122 予防接種、微量栄養素の配布、産前検診、母乳栄養の推進、経口補水塩（ORS）や蚊帳の支給などの総合的保健サー

ビスをパッケージとして展開するプログラムで、低コストで高い効果を上げるとされる。 
123 UNICEF、WHO、世界銀行が共同で開発した、保健システムに内在するボトルネックを明らかにし、期待される成果

を得るための必要資金を計算し、ボトルネック除去による成果を予測する計画・予算策定のためのツール。現在、各国

の UNICEF 事務所での計画策定で使用が進められており、将来的にはモニタリング・評価にも活用されると考えられて

いる。 
124 UNICEF, 2005. 
125 青柳恵太郎、2007。 
126 Evaluation Gap Working Group, 2006. 
127 Reuber and Haas, 2009. 
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いないとする。また、DFID は、DAC 評価 5 項目を基本とする評価基準を用いて、投入、ア

ウトプット、アウトカム、インパクトを評価するが、アウトカムやインパクトを評価する

ことが困難と認識し、個々のプロジェクトから政策までを一貫して評価することはせず、

レベルを分けた評価を行っている。インパクトの評価に対するニーズは高く、厳密なイン

パクト評価の蓄積や議論の進展により、ODA 分野でも今後十分実践可能な手法となってい

くものと思われるが、現時点での課題は多く、実践に際しては模索が続いている。 

 

保健システムのモニタリング・評価 

 保健分野での新しい動きに、保健システムに対するモニタリング・評価がある。保健シ

ステム評価は、WHO の World Health Report 2000 で初めて行われ、その後、国連機関を中心

に進められてきたが128、枠組みの重複や混乱も指摘されている。そこで現在、WHO、世界

銀行、GAVI、世界基金が共同で、IHP+の評価枠組み検討の一環として保健システム強化

（HSS）のモニタリング・評価に関する枠組みを開発している129。 

 評価指標は、保健システム能力を測るための「投入・プロセス」と「アウトプット」、保

健システムパフォーマンスを測るための「アウトカム」「インパクト」の各段階で設定され、

それぞれについて好ましいデータ源、あるいは代替的なデータ源が細かく例示されている
130。HSS 評価には、時間の経過に伴うスケール・アップによる変化や、疫病の流行、経済

的変化、政治的安定性などの環境変化を考慮する段階的アプローチ（stepwise approach）が

適する。また、スケール・アップの評価のためには、ベースラインデータに基づく確立し

たモニタリングシステムが必要とされる。なお、HSS モニタリング・評価は基本的には国

レベルでのアプローチだが、グローバルレベルの合同プログラムも対象とすることが可能

と考えられている。 

 なお、世界基金は 2006 年にモニタリング・評価のためのツールキットを開発し、HIV/AIDS、

結核、マラリア、HSS の 4 つの分野におけるモニタリング・評価方法と指標を提示してい

る。HSS の指標は、「サービス供給」「保健人材」「保健情報」「保健製品・ワクチン・技術」

「インパクト」それぞれについて、データ源とデータ収集の頻度と共に細かく示されてい

る131。 

 

援助協調におけるモニタリング・評価 

世界基金などのパートナーシップへの参加や、コモン・バスケットへ拠出する援助国の

増加に伴い、全体の成果とそれぞれの援助国の貢献の関係をどのように捉えるかが議論の

対象となっている。個別の援助国による貢献を具体的に評価する体系的な手法はなく、代

わりに、全体の成果と個別の援助国の貢献を 2 段階で論じる方法や、コモン・バスケット

への拠出割合とコモン・バスケット全体の成果から個別の援助国の貢献度を算出する方法
132が講じられている。全体の成果を人類益として適切に評価することで良しとする意見も

あるが、グローバル・ヘルス分野への貢献と国益との関係を重視する傾向においては個別

                                                        
128 Murray and Evans, 2003. 
129 IHP+ Working Group on Monitoring and Evaluation, 2010. HSS モニタリング・評価のための RF も提案されている。 
130 指標・データ源の例は、「別冊資料編 3-4」参照。 
131 The Global Fund, 2009. 
132 例えば、10％を拠出したプログラムで、結果として 10％死亡率が低減した場合、1％を拠出国の貢献と捉える。 



 

－45－ 

の援助国の貢献度を評価するための手法の必要性は増すものと思われる。 

 一方、国際的な援助協調枠組みやパートナーシップによる事業に対するモニタリング・

評価は、これらに参加する多様なステークホルダーに配慮したものとなっている。GAVI が

2008 年に発表した評価方針では、GAVI 自体を定期的な評価対象とし、また、評価にステー

クホルダーを巻き込むことが重要とされている133。そして、IHP+では、2009 年 9 月に「Joint 

Assessment Tool」、「Joint Assessment Guideline」のドラフトを発表し、様々なステークホルダ

ーが国家保健戦略、保健計画を測るためのツールを開発中である。ツールは数カ国で試行

され、改訂される予定だが、「良い」国家戦略の基盤となる 5 つの要素134の強みと弱みを測

るものとなっている。また、複数の国連機関を共同出資者とする UNAIDS も、参加機関間

の共同と調和や、共同のアカウンタビリティなどを加味した基準135を使用している。 

 

4-3. 新保健政策策定にむけての課題 

 前項までの議論を受け、日本の保健分野 ODA のモニタリング・評価に関する課題につい

てまとめる。 
 
① グローバル・ヘルスを日本の外交政策の柱として位置付ける 
 グローバル・ヘルスに対する日本の貢献を明確に打ち出すためには、期待される成果を

測定可能なものとして政策策定時に提示しておくことが重要である。日本の保健分野を含

む開発分野のモニタリング・評価は、上位のレベルの目標や指標が曖昧であったり、政策

策定時に示されないという課題を抱える。目標体系図のような枠組みを用いてこれらを明

示化し、日本のコミットメントを示す必要性は高い。 

 

② グローバル・ヘルス推進に向けた体制を強化し、国際潮流をリードする 

 日本の対外発信力を強化し、国際的なプレゼンスを向上させるためには、モニタリング・

評価結果を積極的に活用すべきである。USAID では、研究機関による評価結果が権威ある

学術雑誌での発表に至ることも珍しくなく、結果として USAID の対外的評価を高める一助

となっている。日本ではモニタリング・評価結果が同様の形で活用されているとは言い難

い状況にある。対外的にインパクトのある情報発信をし、国際的な議論をリードするため、

今後、国際的に認知された媒体などを通じ、日本の比較優位性が認められるモニタリング・

評価結果を積極的に発信することは検討されるべきである。 

 

③ エビデンスに基づくグローバル・ヘルスを推進する 

 「結果重視」と「援助協調」という 2 つの大きな国際潮流は、共通のフレームワークに

基づくエビデンス提示への要請を高めており、保健分野を含む開発援助分野全般において

モニタリング・評価の重視傾向は強まり、モニタリング・評価そのものの客観性も強く求

められている。しかしながら、日本の保健分野モニタリング・評価は、現状としてこうし

た変化への対応が不十分であると言わざるを得ない。日本の強みと経験を生かしつつ、国

                                                        
133 GAVI, 2008. 
134 ①状況分析と、分析と戦略・計画の一貫性、②国家計画・戦略策定のプロセス、③財政・監査、④実施・管理、⑤結

果、モニタリング、再検討のメカニズム。詳細は、IHP+ , 2009 参照。 
135 UNAIDS, 2009. 



 

－46－ 

際潮流に即したモニタリング・評価体制が確立されることは喫緊の課題である。 

 結果重視への対応としては、量的・質的データの両方の確保を可能にするモニタリング

体制の構築、および評価の透明性・客観性の確保は不可欠である。また、援助協調の文脈

において、上位レベルの目標で、国際的指標や被援助国の国家指標に依拠することで協調

を図る必要性も高い。具体的な手法として、4-2-2 で述べたレーティングによる総合評価や

インパクト評価の導入も考えられる。ただし、留意点として、援助の現場では、モニタリ

ングメカニズムの確立や指標の策定において、ドナー間や被援助国と合意し、透明性の高

いシステムを構築することに莫大な労力がかかり、人材や資金不足によりうまく行かない

ケースが多いのが現状である。厳密なインパクト評価についても、プロジェクト以上のレ

ベルにおける実施可能性には、依然不確定要素が多い。グローバル・ヘルスの趨勢として、

日本が全てを独自に行うことは難しく、国際機関や研究機関との協働を通じて相互に補完

する必要性は今後増す一方だと思われるが、草の根的活動に強みを持つ日本が定性的分析

やプロセス評価を定量的分析と共に活用し136、モニタリング・評価の実効性を高めること

に貢献することは可能である。新しい動きである保健システムのモニタリング・評価に対

しても同様であり、現場の実情に即した指標の検討などで貢献できる余地はあろう。 

 また、被援助国のモニタリング・評価能力向上への寄与については日本に対する非援助

国からの期待は大きい。外務省は、アジア大洋州地域を対象に、評価能力向上と開発援助

の効率化を目指す「ODA 評価ワークショップ」を、2001 年の第 1 回より主催・共催してお

り、この分野へに積極的に貢献していく姿勢を明確に打ち出している。被援助国のモニタ

リング・評価体制の強化や、合同評価実施のための技術支援などに積極的に関わることで

保健分野として貢献することも十分可能である。しかし、予算不足や人員不足への対応策

が検討されることなしにはこれらの貢献を果たすことは難しいことは指摘しておかなけれ

ばならない。 

 

④ 市民社会との協働によるグローバル・ヘルスを推進する 

グローバル・ヘルスの推進に対する市民社会からの協力と参加を得るために、モニタリ

ング・評価結果を分かりやすく提示し、広く市民社会に対して発信することで寄与できる。

しかし、現状として、情報不足から一般市民が結果へアクセスすることが困難であり、ま

た、評価報告書から結果を端的に把握することが難しいとの指摘は多い。単にエビデンス

を提示するだけでなく、多くの市民にとって分かりやすい形でこれを提示するための方策

が必要である。 

前提として、これらの課題は、必ずしも保健分野のみで解決できるものではなく、他の

セクターや関係機関との連携の視点で検討される必要がある。従来の保健分野援助政策が

イニシアティブの形で明示され、それが分野を超えて認知されてきたのか、また評価との

連携は十分だったかという点を再考することが求められる。グローバル・ヘルスの課題を

包括的に示し、取るべき方策を列挙した「心構え」ではなく、戦略的に優先課題を設定し、

モニタリング・評価のための枠組みを示し、国内外でプレゼンスを向上させるイニシアテ

ィブ策定の必要性が求められている。 
                                                        
136 例えば、欧米の NGO などが開発に携わった MSC（Most Significant Change）手法では、変化に関する個々人のストー

リーの積み上げてモニタリング・評価を行う。Davies and Dart, 2005. 
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第 5 章 提言 
 
本章では、第 2 章から第 4 章で行った国際的動向および日本の保健援助政策における取

組と課題についての現状分析・教訓を踏まえ、今後の新保健政策策定へむけての提言を試

みる。 

 

21 世紀の国際開発目標となったミレニアム開発目標（MDGs）の達成期限まで 5 年を残す

のみとなり、2010 年 9 月には、国連においてハイレベルのレビュー会議（MDGs＋10 サミ

ット）の開催が予定されている。また、2010 年 6 月はカナダで G8/G20 サミットが開催され、

G8 については、開発課題、特に母子保健を中心としたグローバル・ヘルスが議題として議

長国のカナダより提案されている。11 月には日本がホスト国となり APEC 会議が開催され

る。こうした機会に日本のグローバル・ヘルスに向けたビジョン・取組を発信することで、

ODA 大綱の目指す「国際社会の平和と発展に貢献する日本」のイメージを保ちつつ、日本

が国際社会における指導力を発揮することが期待される。 

2005 年に発表された HDI が 2010 年 3 月で終了することを踏まえ、今後 5 年間（2010 年

～2015 年）を想定し、中・長期的な視点も入れて、日本政府に対して、以下の 5 つの提言

を行う。 
 
 
提言 1：グローバル・ヘルスを日本の外交政策の柱として位置付ける 
提言 2：グローバル・ヘルス推進に向けた体制を強化し、国際潮流をリードする 
提言 3：援助効果向上にむけてグローバル・ヘルスの援助方法・形態を見直し強化する 
提言 4：エビデンスに基づくグローバル・ヘルスを推進する 
提言 5：市民社会との協働によるグローバル・ヘルスを推進する 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
提言 1： グローバル・ヘルスを日本の外交政策の柱として位置付ける 
 
1-1. 日本がグローバル・ヘルスを開発課題の中心に位置付け、外交政策の重要な柱として

表明する。「世界のいのちを守る日本」のイメージを世界に発信する 

2010 年初めの施政方針演説において、鳩山首相は、「世界のいのちを守りたい」とのメッ

セージを強く打ち出し、いのちを守るためのネットワークを、アジア、そして世界全体に

張り巡らせていきたいと明示した。この「いのちを守る」という政府の強いメッセージは、

日本政府が外交政策の柱として位置付けている「人間の安全保障」の理念と合致するもの

である。 

日本は、2000 年に IDI を発表し、現在の世界基金創設の基礎を作った。さらに、2008 年

には、日本政府がホスト国として主催した TICAD IV および G8 北海道洞爺湖サミットでは、

グローバル・ヘルスを議題として取り上げるよう合意形成を行い、グローバル・ヘルスを

開発の重要課題とする流れを作ってきた。この流れは 2009 年 G8 イタリア・ラクイラサミ

ットに引き継がれ、2010 年にカナダで開催される G8/G20 サミットでは、母子保健に焦点が
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置かれることが表明されるに至っている。 

 第 2 章で述べた通り、英米をはじめ多くの主要ドナー国もまたグローバル・ヘルスを外

交政策の柱として位置付けている。こうしたモメンタムを作った日本は、グローバル・ヘ

ルスを日本の外交政策の柱として明確に位置付け、グローバル・ヘルスに関して国際社会

をリードしていくことが求められている。 

 
1-2. 2015 年およびそれ以降の課題を中・長期的に見て、今後 5 年間は、二つの視点を持っ

て、グローバル・ヘルス分野へ支援を行う 
一つ目は、保健 MDGs 達成のためのリーダーとして国際社会との協働である。「ミレニア

ム開発目標（MDGs）」は、国際社会が取り組むべき目標として各国政府、援助機関、市民

社会が協力することを求め、世界規模で目標達成に向けた努力がなされている。しかし、

2008 年の国連 MDGs 報告書によれば、2015 年までの達成期限を前に、多くの国々において

保健 MDGs の目標達成が危ぶまれている。こうした課題を克服していくための最大の障壁

は、ニーズの高い、貧しい国々の支援を進めるための資金が圧倒的に不足していることで

ある137。日本にとっては、国際社会と協働し、保健分野 MDGs の達成にむけて、これまで

のモメンタムを引き続き維持し、さらに強化していくことは、2015 年までの向こう 5 年間

の課題である。 

 二つ目は、ポスト 2015 年を見据えた中・長期的政策・取組である。日本として、「ポス

ト 2015 年」を見据え、中長期的な視点からグローバル・ヘルスに影響を及ぼす将来的な開

発課題に取り組むための政策の検討も同時に進めていくことが必要な時期となっている。

非感染症（生活習慣病）は、途上国においても健康課題となってきており138、疾病構造の

変化に伴う政策課題への対応の重要性を指摘する声は多い。また、気候変動と健康被害の

議論も高まってきており、今後の課題としての検討が必要と考えられる。 

 
1-3. 新保健政策の策定では、グローバル・ヘルスへの日本の貢献について政策枠組みを明

確に提示するとともに、資金総額のコミットメントは前回イニシアティブの総額を超える

ものとする 
 政策枠組みとして下記を提案する。（図 5-1：政策枠組み試案参照）。 
 
＜戦略目標＞ 
戦略 1：国際社会との協働による重要課題：2015 年までの MDGs 達成の重視 
（MDGs 4、5、6） 

 
政策の「戦略的な目標」は、「世界のいのちを守る」ことを中心に、人間の安全保障の観

点から、人間への脅威である「健康への脅威」からコミュニティおよび人々を守り、全て

の人々が平等に健康を維持することを可能とする、世界の実現を目指す。 

そのためのアプローチとしてより良い保健サービスへの平等なアクセスを保障する保健

システムの改善・強化を図ることに重点をおき、保健 MDGs の達成にむけて、「母子の死亡

                                                        
137 第 2 章 2-5 参照。 
138 WHO, 2005. 
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低減・健康の改善」と「感染症による死亡・疾病の低減」を目指す。 

 

戦略 2： 2015 年以降の「開発課題としてのグローバル・ヘルス」に関する政策対話の推進

 
非感染症/生活習慣病、高齢者対策、若者の保健ニーズ、生涯にわたる健康増進への保健

システム等へ対応する政策・戦略策定へむけて政策対話・人材育成・ネットワークの推進

を開発の観点から実施する。 
 
 
提言 2： グローバル・ヘルス推進に向けた体制を強化し、国際潮流をリードする 
 
2-1. グローバル・ヘルス推進に向けた体制を整備する 
多様なステークホルダーが存在し、また主要ドナー国が外交政策の重要な柱として位置

付けるグローバル・ヘルスの国際潮流を日本がリードしていくためには、マルチ・ステー

クホルダーの代表による独立したハイレベルの「グローバル・ヘルス政策委員会（仮称）」

を設置し、中・長期展望（5～10 年の期間）に立って実質的に機能する官民連携の体制を整

備する必要がある。 

この「グローバル・ヘルス政策委員会」を以下の通り設置する。 

 

「グローバル・ヘルス政策委員会（仮称）」 
 
1）目的： グローバル・ヘルスに関する国際潮流をリードするための政策対

話、策定、および対外発信強化にむけて独立した視点で政府に対す

る提言・助言を行う。 
2）構成メンバー： 関連省庁（外務省、財務省、厚生労働省、文部科学省等）、大学・

研究機関、JICA を含む ODA 実務者、NGO 等の代表（20～30 名）

3）役割： ①保健政策策定プロセスにおけるコンサルテーションと政策提言。

 ②国内外の政策対話への参加・助言。 
 ③グローバル・ヘルスに係わる情報交換、情報発信。 
 ④グローバル・ヘルス戦略の策定、プログラム形成、モニタリング・

評価に関する助言。 
 ⑤国際的な会議や重要なイベントへの参加。 
 ＊技術的な議論については分科会等を設け、少人数での実質的な活

動を行う。 
4）時期： 2010 年 3 月に HDI が終了する時期にあたり、外務省が中心となり

速やかに次期政策検討にむけて早々に本委員会を立ち上げ検討を

開始し、具体的な政策・戦略・計画の策定をすすめる体制を整備。

 
2-2. グローバル・ヘルスを推進する「顔」となる人材を登用する 

国内外にグローバル・ヘルス政策を発信していくためには、グローバル・ヘルス政策の

推進者としての「顔」となる人材の存在が不可欠である。国際社会や国際会議で日本を代

表してプレゼンスを示せるような専門性をもった人材の確保・配置がなされなければなら

ない。また国内では日本のグローバル・ヘルス政策の意義を国民に明確に分かりやすく発
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信することができる人材が求められる。例えば、関係省庁の外部の人材の登用による「グ

ローバル・ヘルス大使」や、国際機関や国際的な会議・理事会へ「顔」となって長期的に

参画できるような保健分野の専門性を持つ人材を広く NGO や外部から任用・配置する等、

柔軟な人事登用システムを確立する。 
 
2-3. 国際的に認知された媒体を通じて、エビデンスに基づく情報発信を行う 
対外的にインパクトのある情報発信のためには、国際的に認知された媒体を通じての情

報発信が効果的である。その成功例としては、G8 北海道洞爺湖サミットに先立ち、グロー

バル・ヘルスに対する日本の考え方が医学雑誌「ランセット」に掲載され、国際社会から

評価された事例がある。そのインパクトは大きく、日本がサミットで国際的に議論をリー

ドする道筋を作った。こうした媒体での情報発信は対外的なインパクトのみならず、グロ

ーバル・ヘルスに対する日本の貢献に関して日本国内の関心を高める機会ともなり得る。

新保健政策においても、発表のタイミング・場の設定、効果的な媒体の活用を図る。 

 

（財）日本国際交流センターが主催する「国際保健の課題と日本の貢献」研究会（現「グ

ローバル・ヘルスと人間の安全保障プログラム」）では、医学雑誌「ランセット」において

「ジャパン・シリーズ」として、戦後復興を果たした日本が成長する過程において得た知

見や教訓を整理し、その研究成果を発信していく事業を実施している。こうした様々な試

みが成されていくことで、国際社会の中での日本の存在感が高まると期待される。 

 
2-4. 国際機関との連携強化を通じて日本のプレゼンスを確保する 

日本による、主たる保健関連専門国際機関への拠出は、ODA 全体の減少に伴い、低下し

てきているが、今後の二国間援助と多国間援助の具体的な連携を図りながら、日本のプレ

ゼンスを確保していくことも可能である。 
 
例えば、政府関係者のみならず、専門家、研究者そして NGO の代表も含め、母子保健分

野における H4 と、感染症分野では世界基金や GAVI との定期協議を開催し、情報収集、協

働の可能性の検討および国内外に情報発信を行う。 

 
2-5. 革新的な資金調達メカニズムへの国際的な議論をリードする 
 開発問題・環境問題における資金需要を賄うための追加枠組みとして、多様な革新的な

資金調達メカニズムへ議論が進展している。世界の潮流を捉え、日本が積極的に国際的政

策決定への議論をリードすることで、グローバル・ヘルス推進のための資金確保への流れ

をつけ、日本のプレゼンスを提示する。 
 
 
提言 3： 援助効果向上にむけてグローバル・ヘルスの援助方法・形態を見直し強化する 
 
3-1. 戦略目標や対象地域を絞った選択と集中によりインパクトを図る 
 日本の存在感をいかに効果的に出していくかという点では、現在の援助手法の在り方や、

積極的な多国間援助機関（マルチ）とのかかわりを踏まえた新たな手法の可能性など判断
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が迫られている時期ともいえる。加えて、今後は限られた資源の有効な活用のため、日本

の比較優位性およびこれまで築き上げた経験、キャパシティを考慮に入れながら、戦略を

明確にし、選択と集中を進め、インパクトのある実施を進める。 

 そのためのアプローチとしては以下が挙げられる。 

 

＜保健システムの強化へむけて＞ 
日本によるこれまでの保健分野支援の特徴として、「人間の安全保障のアプローチ」によ

り、コミュニティを起点としたマルチ・セクトラルなアプローチで健康課題とコミュニテ

ィ開発とを統合させ、包括的に取り組み、コミュニティのキャパシティ強化を図るアプロ

ーチを得意としてきている。 
こうした実績を蓄積し、日本の特徴を活かし、「選択と集中」「援助手法の効果的活用」「援

助協調、二国間援助と多国間援助の援助手法の組み合わせ」の戦略を通して、コミュニテ

ィレベルのアプローチと各被援助国政府レベルの政策と連動を図り、スケール・アップ、

自立発展を図っていくことが望まれる。 
 
＜「選択と集中」による支援の効果、スケール・アップ、日本のプレゼンスの明確化＞ 
 
新保健政策策定にあたっては、援助の効果を最大限に高め、効率的に質の高い支援を進

めていくために、地域・国の状況やニーズに基づいたプライオリティ付けを行う。それに

基づき、選択と集中をはかり、支援の効果、スケール・アップを実現することで、同時に

日本のプレゼンスの明確化を図る。 
「選択と集中」にあたっては、下記の基準を考慮し、重点国を絞る。 

 
① 分野：    政策枠組みの戦略目標に基づき、対象国の＜保健ニーズ＞および＜日本

のキャパシティ/人材・経験＞の二つのバランスを十分考慮したうえで優

先プログラムを選択。 
② 地域・国： ＜保健ニーズ＞、MDGs 達成の状況、UNDP の人間開発指数（HDI）に基

づき保健ニーズの高い「優先国」を選択。外交上の戦略とはバランスを

取って検討を行う。 
 

 戦略的には、優先プログラム、優先国の数を絞って選定し、重点的に投入をはかる。ま

た、他のセクターとの連携、他ドナーの支援の有無、多国間援助と二国間援助の連携・協

働の可能性も検討の対象となる。重点国の選択は、広く官民のステークホルダー代表の参

加による「グローバル・ヘルス政策委員会」の助言を得て実施する。 
MDGs 達成への取組に関する優先地域としては、サブ・サハラ・アフリカ、南アジア、

東南アジアの一部の国々などが挙げられる。一方、地域戦略として、アジア唯一の G8 国で

ある日本が、引き続きアジア地域における地球規模課題に対するリーダーシップを示し、

アジア地域への支援と連携強化を図ることも重要である。加えて、従来アジアに対して行

ってきた国際協力の成果を踏まえ、アジア諸国がアフリカに対して行う南々協力も積極的

に支援していく必要がある。 
 重点地域・国を選定するにあたり、保健分野に影響のある他のセクターとのマルチ・セ

クトラルな視点が欠かせない。特に、インフラ開発とあわせて、日本の支援でも重視され

ている「水と衛生」「教育」「栄養」の分野は、保健との関連で不可欠な分野とされており、

これらセクター間の連携を推進するため、既存の援助手法・形態の効果的な活用も検討す

る。 
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3-2 援助手法・援助形態を見直し、効果的かつ柔軟な活用への仕組みを作る 
開発支援の重点国における保健分野支援計画策定に際しては、国レベルの支援プログラ

ム（国別援助計画）に沿って、包括的な計画を立てていくことが援助の効果的な実施とい

う面で重要である。その中で、インフラ整備をはじめとする保健分野に関連の深い他セク

ターとの連携も図っていく。これにより、日本の援助手法を効果的に組み合わせて、日本

の協力分野の優位性や実績を活かしつつ、他の国際機関やドナーとの効果的な連携や協働

を推進することが可能となり、日本のプレゼンスを高めることにつながる。 
 
＜効果的な仕組みづくりへの提言＞ 
 
① プログラム・アプローチの推進 

これまでの「要請主義」を見直し、日本の保健援助政策枠組みに基づき、重点分野・

重点国を策定する。それぞれの国毎に、政策実施期間中の 5 年間を想定し、その国の

ニーズや開発計画に基づいて、プログラムを策定する。それに伴って、予算案の策定

や配分のプロセスも再検討する。 
② 日本の援助スキーム（技術協力・無償資金協力・有償資金協力、NGO に対する支援ス

キーム、JOCV など）の効果的な活用を図る。 
③ 二国間援助と多国間援助の援助手法の組み合わせ・相互補完的な協力を推進する。 

多国間協力機関の持つ専門的分野での情報共有、技術協力による人材の育成やモデル

事業のスケール・アップ、評価や調査研究面での連携・協働を推進する。 
④ 「有償スキーム」の保健事業への活用を強化する。 
⑤ 被援助国のオーナーシップによる国家計画への財政支援、セクター支援の援助手法（貧

困削減無償、債務救済支援等）を検討・開発する。 
⑥ 援助手続きの調和化・簡素化を図る。 

 
 
＜協力モデル事例：効果的な援助手法の活用と他のパートナーとの連携＞ 
 
コミュニティや郡・県レベルでの保健システムの強化と「包括的な母子の継続ケアの拡

充」「感染症予防」への取組強化を一体化した協力モデルの推進 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜郡・県レベルでのモデル展開＞ ⇒技術協力と他の援助手法との連携 
① ヘルスセンター・2 次医療施設の充実（インフラの整備）⇒有償・無償 
② サービスの質の向上のための人材の育成（保健医療従事者、例、助産師の養成）⇒JICA 技術

協力、多国間援助機関との連携・協働 
③ コミュニティでの住民の組織化・住民レベルの活動⇒地域で密接な活動をする NGO と協働

④ 地方行政組織の能力強化事業 ⇒JICA 技術協力 
⑤ 調査研究および評価による経験の蓄積とエビデンスの提示⇒国際機関・他ドナーや研究機

関・NGO との連携・協働 

政策と地域の実践との連動

＜中央政府レベル＞ ⇒政策レベル・援助協調に係わる人材配置 
政府の政策・プログラムへの導入、自立発展性の確保とスケール・アップ 

⇒援助協調、多国間援助機関および他ドナーとの連携・協働による実施 
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＜有償資金協力の活用＞ 
 
国レベルでの総合計画（道路・交通、通信、電気、水、太陽電池など）のインフラ整備

計画の中での社会セクター（保健・教育など）、特にソフト支援である技術協力との連携は

今後積極的に検討すべき分野である。保健分野への投資は公共財への投資であり、公衆衛

生の向上は「健康」の観点から労働生産性向上の面でも重要である。すでに、大型インフ

ラ開発支援事業において、開発事業の一環としてエイズ予防事業を現地 NGO に委託した事

例はある。大型インフラ事業に環境社会配慮の観点から健康問題に配慮した事業や技術協

力をソフト・コンポーネントとして組み合わせることも可能となっており、有償資金協力

との協力は今後相乗効果の期待できる分野である。 
 
 
3-3.  被援助国における国際的な潮流をリードする 

第 2 章でも述べた国際的な潮流の中で、日本が、被援助国の現場レベルでの援助協調や

国家計画策定へのプロセスに参加するとともに、他ドナーとの連携強化や国際的な合意や

枠組みへも参加しながら、協働していく必要性が増加している。具体的なアプローチとし

て、以下の点が挙げられる。 
 
＜被援助国における国際的な潮流の中で指導的な役割を＞ 
 
① 大使館・JICA の役割・責任を明確化したうえで、ODA タスクフォースを強化し、現

場レベルでの決定権限・能力を強化する。また、研究機関や NGO を含めた現場レベ

ルでマルチ・ステークホルダーによる官民連携を通じた全員参加型の体制を構築し、

各国の状況に応じて定期的な調整会議を設置する。国レベルのドナー調整会議へ日

本側代表が参加する（官民双方の代表の参加）。 
② 重点国については、国別プログラム・アプローチにより、5 カ年の国別援助計画およ

び 1 年毎の事業展開計画に基づき現場において他のドナーとの調整を実施し、国家

計画・戦略作りに参画し、日本の投入を反映する。 
③ 現地のドナー・コミュニティーの中で調整能力のある人材の配置を行う。「重点国」

とも関連させて、保健に関して専門的な人材の配置を行う。重点国では、JICA 事務

所に調整・指導力を備えた人材を配置するとともに、大使館の経済協力班に開発専

門家を配置する（必要であれば新たなポストの設置）。また、広域企画調査員を配

置し、地域・サブ地域レベルでの調整を推進する仕組みも活用する。加えて、国際

機関職員との情報交換・連携を促進する。JICA 専門家や JOCV 隊員の国籍条項の撤

廃など、日本人以外の人材の活用を図る。 
 
 
3-4.  グローバル・ヘルス分野のキャリアパスを確保し、人材および NGO を育成する 
 日本においてグローバル・ヘルス政策策定に関する豊富な知識や経験を有する人材、さ

らに政策策定に係わる人材が限られている点が指摘されている。まず、日本政府関連省庁

および実施機関である JICA の中で政策策定が可能なグローバル・ヘルス分野の専門的人材

を育成するとともに、外部から登用・配置することが必要である。 
日本国内のNGOを含む、民間レベルでの政策提言能力を強化していくことが急務である。

欧米のように、省庁、NGO、研究機関、国際機関間の人材の流動性を高めることにより、

キャリアパスが確保され、人材が育成されるメカニズムを作っていく必要がある。 
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＜グローバル・ヘルス分野の人材育成へ＞ 
 
既存のプログラムや取組をさらに強化・発展させるために、以下を推進する。 

① 保健専門家の研修・育成等に関して、日本の大学機関と海外の大学機関の連携強化に

より、保健専門家の育成、キャリア形成から業務定着への流れの整備、保健関係の協

力隊（エイズ対策隊員など）OB のキャリア形成の整備などを進める。また、こうした

人材が、将来的に JICA や外務省などで政策の中枢に携われるような人事システムを構

築する。さらに、国際機関・他の援助機関への人材の派遣、交流を促進する。 
② グローバル・ヘルスの人材育成のためのオール・ジャパンで取り組む組織や団体の強

化を図る。 
 

 
 
提言 4： エビデンスに基づくグローバル・ヘルスを推進する 

 

国際社会では、「結果重視」、「援助協調の重視」という大きな流れの中、エビデンスに基

づく政策策定、成果の提示が求められている。 

 

4-1. モニタリング・評価体制を強化する 

新保健政策の策定に当たっては、以下を考慮する。 

① 政策の実施プロセスの分析・文書化、およびエビデンスに基づくモニタリング・

評価のためのメカニズムを政策枠組みに政策策定時から組み込んでおく。 

② 政策策定時より、独立した一定割合の予算を、モニタリング・評価のために確保

する。 

③ 量的・質的データの両方の確保を可能とするモニタリング・評価体制を確立する

とともに、評価の透明性・客観性の確保を図る。 

④ 被援助国のモニタリング・評価体制の強化、合同評価実施のための技術支援を行

う。 

⑤ モニタリング・評価の結果を積極的に活用し、国際的に認知された媒体などを通

じ、対外的にインパクトのある発信をするとともに、国民に分かりやすく提示す

る。 

 

＜モニタリング・評価の実施での検討事項＞ 
 
① エビデンス・ベース/アウトカム・ベースに対応し、目標・指標設定を行うことが重要

であるが、その際には、質的・量的データの両方の確保を可能にするモニタリング・

評価方法を推進する。さらに、指標の設定では、大きな「アウトカム」（例：MDGs、
保健システム強化）への到達度を示す観点からのプロセス指標も重要となる。 

② インパクト評価の試みや第三者機関・専門家による評価を実施するとともに、レーテ

ィングなどの分かりやすい結果の提示によるアカウンタビリティを強化する。 
③ 国際機関や他ドナー・研究機関・NGO との連携・協働により、モニタリング・評価実

施の強化を図る。 



 

－55－ 

＜「保健システム」の評価＞  
① 国際機関や他ドナーの持つツール（例：UNICEF による MBB や WHO 等によるアセ

スメント・ツール等）などの既存の枠組み・指標を活用するとともに、被援助国の国

家指標に基づく各国の現実に即した保健システムのモニタリング・評価体制を、他の

ドナーと協調しつつ検討する。 
② アウトカム目標への共通指標（Core Indicators）、それぞれの優先分野や重点国に特有

の指標（Additional Indicators）を検討する。 
 

 

4-2. 研究機関・大学等とのネットワークを図り、調査研究を強化する 

 上記のような調査研究・評価を実施していくためには、評価や調査研究の強化と研究機

関・大学等とのネットワークの強化が図られなければならない。 

エビデンスに基づく政策提言、科学的根拠に基づく介入効果の提示の重要性が、グロー

バル・ヘルスに関する国際的な場で議論されており、調査研究の強化が今後さらに重要と

なっていく。これにむけて、中長期にわたって、大学・研究機関との連携を強化していく

ことが不可欠である。また、JICA 研究所の役割を見直し、強化していくとともに、グロー

バル・ヘルス分野を一つの重要な研究の柱として含める。 

 

＜調査研究の強化＞ 
 
① グローバル・ヘルスに関する政策課題の調査研究への予算を拡大し、ODA 予算の一定

割合を投資する。 
② 分野ごとの独自の調査研究（例：母子保健、エイズ、マラリア等）を推進し、予算の

確保を図るとともに、他の予算財源（厚生労働省、文部科学省）における研究関連予

算を、グローバル・ヘルス分野の研究へ配分する（国レベルの支援事業との連携によ

る大学や研究機関等を通したオペレーションズ・リサーチ等の実施）。 
③ マルチセクトラルな視点からのグローバル・ヘルス研究推進のために、保健以外の専

門家（人類学、経済学、政治学、社会科学等の研究者）の研究参加を可能とするよう

な制度・仕組みを改善する。 
④ 大学および研究機関等が、開発、グローバル・ヘルスに関して、政府からの委託調査

のみならず、政府から独立した立場で調査研究を実施し、かつ、人材育成・開発援助

に参画できる仕組みを作る。 
 

 

提言 5： 市民社会との協働によるグローバル・ヘルスを推進する 

 

5-1. 市民社会（NGO および民間セクター）とのパートナーシップを強化する 

NGO は ODA の政策立案および ODA 事業への国民参加促進への担い手としての役割を持

ち、現場のプロジェクトの実施においても ODA のパートナーとして貢献している。NGO

の比較優位性を活かし、「政府がカバーできない地域や領域」「政府の不得意な分野」にお

いて、政府と NGO とのパートナーシップを推進し、官・民の相互補完により支援が真に必

要とする場所・人に届くよう配慮する。 



 

－56－ 

＜市民社会とのパートナーシップの強化＞ 
 
① 現行の NGO による ODA 実施率の 0.86％は、諸外国と比較しても低いレベルであるた

め139、 NGO・CSO への支援を強化し、一定割合を最低限度確保し、その割合を増大さ

せる。NGO には、日本のみならず、現地および国際 NGO も含む。 
② 政策提言型 NGO やシンク・タンクの育成が急務である。現状では民間の投資・寄付イ

ンセンティブがないため、これらの育成については政府との連携を行うことが必要と

なる。中・長期的に民間のインセンティブを呼び込むことを目指して、官民連携の育

成支援プラットフォームを形成するなど、民間資金を含めて長期的かつ持続的に運営

できる展望を含めた制度設計をする。 
③ 官民連携を目指し、JICA/企業/NGO との連携を促進する新たな仕組み・ネットワーク

を整備し、CSR をさらに積極的に展開し、グローバル・ヘルスへの参加が企業の存在

意義につながるような、企業、NGO、JICA の連携を促進する。こうした仕組みを通し

て、具体的な官民連携事例のデータベース構築を図る。また、今後、ODA、民間企業、

NGO との協働による、国民への情報発信、国際協力（技術協力、インフラ等の整備、

等）、人材交流の促進を図る。 
 

 
5-2. 国民への情報発信方法を強化する 

｢健康課題｣の改善は、国際社会の利益としてのみならず、国民の身近な問題としても広

く関心を喚起することが重要である。本調査における有識者、実務者、NGO との懇談を通

じて、これまでの日本の ODA 広報のイメージは、「援助を実施する日本」「援助の現場で活

躍する日本人」が中心であり、途上国の問題の背景や ODA の意義の理解へ十分つながって

いないという指摘が出された。保健分野の支援は国民に分かりやすく、支持も受けやすい

分野である。今後は、広報の内容を見直すとともに、情報発信方法として、IT やテクノロ

ジーの変化に伴い、時代に沿った、気軽に使いやすい手段を活用していく必要もある。加

えて、マーケティング能力や、アドボカシーや広報の専門性を持つ人材の配置、対外発信

活動に係る予算づけも検討すべき課題である。日本国民への説明責任として、より多くの

人がグローバル・ヘルス分野に関心を持てるような情報発信方法や手段を工夫する必要も

ある。 

 

＜国民への情報発信の強化＞ 
 
① NGO の内外のネットワークを使った、NGO との連携による広報・アドボカシー活動を

推進する。 
② 2-2 で提言した、グローバル・ヘルスの「顔」となる人材の登用により、対外発信に加

えて国内に対しても国際的に重要なイベントや機会を活用し、グローバル・ヘルスに

関する情報をわかりやすく発信する。 
③ 文部科学省と連携して、学校の現場での「開発教育カリキュラム」へグローバル・ヘ

ルスに関する課題を組み込み、日本の役割を発信する。 
 

                                                        
139 OECD-DAC, 2008. 
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 これまでに述べてきた提言 1 から提言 5 が、今後の、新保健政策の策定と実施に生かさ

れ、日本が今後ともグローバル・ヘルスにおける国際援助の潮流をリードしていくことを

強く期待する。 
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図 5-1 政策枠組み（試案） 
ODA 大目標 (最終目標) 
国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安定と繁栄の確保に資する 
(ODA 大綱) 

 
保健分野 中目標  
世界の「いのち」をまもる ― 人間への脅威である「健康への脅威」からコミュニティ
および人々を守り、全ての人々が平等に健康を維持することを可能とする  
(「人間の安全保障」) 

＊（指標と達成目標） 

保健分野 戦略目標 
保健分野への国際協力を通じて、より良い保健サービスへの平等なアクセスを保障する保

健システムの改善・強化を図る 
＊（指標と達成目標） 

戦略 1： 
2015 年の保健分野 MDGs の達成にむけて重点的に支

援する 
1． 母子の死亡低減・健康を改善する  
2． 感染症による死亡・疾病を低減する 

 戦略 2： 
2015 年以降の開発課題とし

てのグローバル・ヘルス分

野に関する政策対話の推進

＊（指標と達成目標）                     ＊（指標と達成目標） 

＜日本の協力可能分野＞ *日本の比較優位性を保ち、協力の実施が可能な分野 
○保健システムの強化へむけて 
 ・インフラ整備（保健施設の改善、特に 1 次、2 次医療施設レベル） 
 ・保健行政・組織運営・強化 
 ・人材の育成（保健医療従事者のサービスに質の向上） 
 ・保健情報の整備、モニタリング・評価に係わる人材育成 
 ・技術・ロジスティック面でのマネジメント向上 
○母子の死亡低減・健康改善にむけて ⇒ マルチとの連携・協働 
 ・包括的な母子の継続ケアの拡充・体制づくり（予防接種、産前・周産期（母・新生児）・

乳幼児ケア、安全な出産の確保、栄養、家族計画含む） 
○感染症による死亡・疾病の低減にむけて ⇒ マルチとの連携・協働 
 ・HIV/AIDS、結核治療（耐性 HIV 検査、母子感染予防、エイズ・結核の複合感染対策等）、

マラリア対策（蚊帳配付と他のニーズとの連動） 
○2015 年以降の開発課題としてのグローバル・ヘルス分野に関する政策対話の推進および調

査研究 
○アジアにおけるこれまでの日本の国際協力の成果を踏まえた南々協力の推進 

                 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

実施にむけての基本的アプローチ 
● 国際潮流をリードするグローバル・ヘルス推進へ向けたマルチ・ステークホルダー体制

強化－「グローバル・ヘルス政策委員会（仮称）」設置 

● 援助効果向上にむけてグローバル・ヘルスの援助方法・形態の見直し・強化 

● エビデンスに基づくグローバル・ヘルスの推進 

● 市民社会との協働によるグローバル・ヘルスの推進 

 

他セクターとの連携
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＜国内調査＞  

インタビュー・ガイド 

 

＊以下に挙げた質問を、インタビュー対象者の立場に応じて取捨選択し、インタビューを

実施した。 

１． 国際保健の潮流の中での、日本の保健援助政策の現状と課題に関する質問 
① 他国の保健援助政策と比較して、以下の視点から見た日本の支援の特徴と比較優

位性、及び課題とは？ 
・ 援助手法／支援内容／予算配分等 
・ 保健 MDGs 目標課題（MDGs4・5・6）への取り組みの現状と課題 
・ セクター横断アプローチ（保健以外のセクターとの連携） 
・ 保健医療体制の基盤整備 
・ 円借・技術協力・無償資金の三位一体（JICA） 
・ 民間・NGO 等の市民社会、研究機関等との連携 

② 日本と他のステークホルダーとの連携の現状と課題とは？ 
③ 日本の保健援助政策の対外発信の現状と課題とは？ 
④ 日本の保健援助政策のモニタリング・評価の現状と課題とは？ 

 
２． 日本による国際保健援助政策の、今後の可能性に関する質問 

① 今後の日本の外交政策において、国際保健の位置づけはどうあるべきか？ 
② 日本の外交政策としての国際保健の位置づけを強化していく上で、「『国際保健の

課題と日本の貢献』研究・対話プロジェクト」が果たした役割は何か？ 
③ TICAD IV や G8 サミットでの議論を受けて、日本の今後の役割や可能性とは？ 
④ 日本の経験を生かした「母子保健」「感染症対策」「保健システム」分野支援の可

能性とは？  
⑤ アジアの G8 として、日本の今後の役割や可能性とは？ 
⑥ 外務省・厚生労働省・文部科学省・財務省等の省庁による今後の役割と可能性と

は？ 
⑦ NGO 等の市民社会、研究機関、及び企業等の役割と可能性 
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＜海外調査＞  

インタビュー・ガイド 
 

＊以下に挙げた質問を、インタビュー対象者の立場に応じて取捨選択し、インタビューを

実施した。 

1. Global health aid policy （by the government） 
1-1 How does the government prioritize global health in its development and foreign policy?  

- Visions and concrete steps taken, budget allocation in relation to its prioritization 
1-2 Regional and country level strategies in its global health policy?  Relations behind? 
1-3 Comparative advantages in your country in global health arena? 
1-4 How did the government develop the initiative (GHI, IHP+)?  

- Process, stakeholders, etc.; allocation of budget; expectations and challenges 
- Public relation strategy? 

 
2. Achievement of health-related MDGs 

2.1 Key challenges and constraints facing global health, particularly in meeting the targets of 
health-related MDGs? 

2-2 What needs to be done the most to achieve these MDGs by 2015?  Strategies and roles of 
your organization to play towards this goal? 
 

3. Health Systems Strengthening (HSS) 
3-1 Challenges and constraints to promote HSS and its relation to the health-related MDGs? 
3-2 What is your view on donors’ fragmented aid policies on HSS? 
3-3 What is your view on challenges and expectations towards new innovative financing 

mechanism for promoting HSS? 
3-4 What kind of measures do you think should be used to evaluate HSS? 

 
4. Global health aid governance, aid coordination 

4-1 Views on how your organization/agency is promoting aid coordination under the current 
global health aid structure with many stakeholders; 
- In relation to the Paris Declaration and Accra Agenda for Action reflected in the 

government health aid policy?  
- Who should take a leadership role under the current global health governance? 
- Collaboration with civil society and private sector? 

4-2 Roles of H4: i.e. how it was developed, challenges and expectations, regional/country 
strategies, relations with HSS 

 
5. Monitoring and Evaluation: What procedure is taken in monitoring and evaluation to ensure 

accountability?  Resources allocated on monitoring and evaluation?  Metrics used? 
 

6. Cross-sectoral collaboration:  What are the cross-sectoral strategies on global health agenda?  
What kind of methods do you uses to evaluate them? 

 
7. Role of NGOs/civil society/private sector/academic institutions  

1-1 Roles of the civil society (incl. NGOs, private sector, academic institutions 
- In the process of the global health aid policy development process,  
- In mainstreaming global health in foreign policy 
1-2 What are the challenges and expectations faced in this process? 
1-3 Strategies taken by NGOs in communicating and publicizing the global health agenda to 

the general public? 
 

8. Non-MDGs and beyond MDGs:  What are priority policy issues in global health to be 
addressed by the international community towards 2015 and beyond? 

 
9. Expectations for Japan 

 Japan’s comparative advantages in the field of global health, the roles Japan should play. 
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＜面談対象機関リスト＞ 
 
＜日本国内対象機関＞                        （五十音順）

厚生労働省 

財団法人 国際開発センター  

独立行政法人 国際協力機構 

「グローバル・ヘルスと人間の安全保障」プログラムメンバー 

国立国際医療センター 

GII/IDI に関する外務省/NGO 懇談会メンバー 

 

＜海外対象機関＞                        （アルファベット順）

Bill and Melinda Gates Foundation 

Council on Foreign Relations, U.S.A. 

Department for International Development (DFID), UK 

Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) 

Harvard School of Public Health, Boston, U.S.A. 

Institute of Medicine, U.S.A. 

International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK 

Oxfam UK 

Population Action International (PAI) 

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 

The World Bank 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

United Nations Population Fund (UNFPA) 

United States Agency for International Development (USAID) 

World Health Organization (WHO) 

World Vision UK 

 

＜その他コンタクトのあった NGO＞ 

Abt Associates, Inc. 

Guttmacher Institute 

International Women’s Health Coalition 

Pathfinder International 

Women's Refugee Commission  
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